
 

 

 

 

データを活用した保健事業の取組 

事例集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 3月  

東京都保険者協議会  

  



 

  



 

はじめに 

 

平素より、医療保険者の皆様には東京都保険者協議会の事業運営に格別のご協力を

賜り、心から御礼申し上げます。 

さて、本協議会データ分析部会では、平成29年度において、各医療保険者で実施し

ているデータ分析に係る取組について調査を実施し、「データ分析に関する調査報告

書」として取り纏めたところでございます。 

本報告書によって、第1期データヘルス計画での取組事例や事業の遂行上の問題点、

課題などについて、現状の一端を把握することができました。 

今年度は、当該報告書をもとに、各医療保険者が取り組むべき課題として掲げてい

る糖尿病重症化予防や特定健診・特定保健指導、あるいは後発医薬品の使用促進など

について、データ分析結果をもとに、健康課題とその背景を把握し、被保険者の健康

づくりや疾病予防等の事業を展開している医療保険者にご協力いただき、事例集とし

て取り纏めました。 

本事例集には各医療保険者の取組の詳細や工夫した点、課題や今後の展望等を記載

しております。皆様にとって、効果的な保健事業の企画・立案に向けての好事例とな

ることを願う次第です。 

さらに、地域・職域を問わず、住民・加入者の予防・健康づくりに向けた保健事業

の推進が一層図られ、併せて、医療費適正化が図られることを期待するところでござ

います。 

また、本事例集の作成にあたり、東京大学政策ビジョン研究センター データヘル

ス研究ユニット 特任助教 古井 祐司 氏には、考察を執筆していただきました。御礼

申し上げます。 

本協議会は、平成30年度より東京都が新たに国民健康保険の保険者として加わり、

行政と医療保険者との連携・協力をはじめ、医療保険者の保険者機能の発揮に向けた

取組への支援等を推進することとしているところです。 

最後にご協力いただきました医療保険者の皆様に改めて御礼申し上げますとともに、

引き続き、皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成31年3月 

 

 

東京都保険者協議会 データ分析部会 

部会長 金澤 善一 
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１．本事例集の作成目的 

本書は、東京都内の医療保険者が、レセプトデータや健診データ等の分析結果から事業の実施上

の課題や、事業の対象となるリスク者などの抽出、健康課題とその背景の把握を行い、被保険者の

健康づくりや疾病予防等を行う際に活用していただくことを目的としている。 

 

２．事例の収集・調査 

（１）収集方法 

  以下の２つの方法により事例を収集した。 

① 本協議会では、平成29年度において、データの分析及び活用方法について把握し、今後の

保健事業の推進に生かすことを目的として「データ分析に関する調査」を実施し、報告書を

とりまとめた（「データ分析に関する調査報告書」）。 

今回、当該報告書から、医療保険者共通の課題（生活習慣病の発症予防・重症化予防等）

についてデータ分析結果をもとに保健事業等を実施している医療保険者の好事例を収集した。 

 

② ①のほか、近年先進的な保健事業に取り組んでいる医療保険者を選定した。 

 

（２）調査方法 

電子メールによる配付及び回収。 

※電子メールの回答内容で詳細が不明な点については電話等でのヒアリングを行った。 

 

（３）調査期間 

平成30年11月20日～平成31年2月25日 

 

３．本書の構成 

主に以下の内容について記載している。 

・保険者の概要 （保険者種別、被保険者数、業種等） 

・分析について （分析の背景、分析内容、分析結果等） 

・取組について （使用したパンフレットや対象の抽出基準等の他、特に工夫した点も記載） 

・取組の効果と課題 

・取組を踏まえた今後の展望 
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１．生活習慣病の発症予防・重症化予防 

 

 

 

 

（１）スマートフォンや活動量計等を活用した健康づくり事業 

 

事例1-1 スマートフォンや活動量計等を活用した健康づくり事業（葛飾区） 

事例1-2 スマートフォンや活動量計等を活用した健康づくり事業（小平市） 

 

（２）特定健康診査・特定保健指導の実施率向上 

 

事例2   健康診断関連の取組／ICTを活用した減量対策事業／医療機関未受診者への取組 

（綜合警備保障健康保険組合） 

事例3   健診結果を分かり易い図表にして送付／被扶養者の健診未予約者への勧奨 

（オオゼキ健康保険組合） 

事例4-1 ターゲットに応じた受診勧奨通知の工夫（北区） 

事例4-2 ターゲットに応じた受診勧奨通知の工夫（豊島区） 

事例5-1 被扶養者の各種健診の受診率向上（計機健康保険組合） 

事例5-2 被扶養者の受診率向上（東光高岳健康保険組合） 

事例6   選択制保健指導（ノバルティス健康保険組合） 

 

（３）重症化予防 

 

事例7   保健指導対象者以外（含予備群）への発症・重症化予防の取組 

（ジブラルタ健康保険組合） 

事例8   糖尿病重症化予防に関する個人宛通知文の送付／事業所宛案内文の送付／ 

面談時の工夫（パッケージ工業健康保険組合） 

事例9   有病者への医療機関受診勧奨／面談等による個別支援（保健指導）（練馬区） 

事例10  主治医と連携した生活習慣病の重症化予防事業の取組（品川区） 

事例11  人工透析予防事業／生活習慣病重症化予防事業（東京都市町村職員共済組合） 

事例12  事業所における健康管理の取組をサポート（東京薬業健康保険組合） 

 

  

１．生活習慣病の発症予防・重症化予防 
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（１）スマートフォンや活動量計等を活用した健康づくり事業 

事例1-1   葛飾区 

 

 

 

保険者名 葛飾区 保険者種別 区市町村国保 

被保険者数 107,723人（40～74歳：74,421人 平均年齢：49歳） 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 
 
専用の活動量計やスマートフォンを活用し、健康習慣の定着を図る「かつしか健康チャレンジ事業」を実施 

 

 

 

【分析の内容】 

平成26年度から平成30年度までの５年間を計画期間とする「かつしか健康実現プラン」の策定に向け、地域

特性を踏まえた施策の検討資料として、平成24年度に区民の健康状態に関する区民意識・ニーズ等を把握す

るために葛飾区保健医療実態調査を実施した。 

そのうち、身体活動・運動については、日頃の生活の中で身体を動かしている人は60.4％、運動習慣のある

人は39.3％であった。年代が高い人ほど、身体活動・運動習慣のある割合が高い傾向にあった。 

 

また、葛飾区政策・施策マーケティング調査において、「健康づくりに取り組んでいる区民の割合」が年々減少

しており、平成26年度は6割に満たない状況となった。年代別では、40歳代、30歳代、20歳代がそれぞれ５割未

満であったため、この世代に個人で取り組むことができる健康づくりへのきっかけ作りを支援することが必要な

状況であった。 

 

このため、区民による自主的な健康づくりとそれを支える地域における保健・医療の充実に関する計画とし

て、「かつしか健康実現プラン」を策定。その中で、区民が健康づくりに自主的に取り組むことのできる環境の整

備を取組課題として挙げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組の概要 

分析について 

事例1-1 スマートフォンや活動量計等を活用した 
健康づくり事業 

（葛飾区） 

保険者の概要 ※平成30年10月時点  
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かつしか健康チャレンジ事業について（平成29年度～） 

専用の活動量計やスマートフォンを用いて、歩数・歩行時間・消費カロリーなどを計測し、専用のウェブサイ

ト「からだカルテ」で日々の活動量等を確認しながら健康習慣の定着を図る「かつしか健康チャレンジ事業」を

実施した。 

  

【平成30年度事業】平成30年11月～平成31年2月の約４ヶ月間 

【 募 集 人 員 】スマートフォンによる参加：葛飾区在住・在勤・在学の方800人 

               活動量計による参加：葛飾区在住・在勤・在学の方200人 

       ※活動量計は、説明会開催時にその場で手渡し配付（貸与） 

計測値は、葛飾区内の送信スポット（３拠点）、コンビニエンスストア端末からデータを送信する。 

 

１日に7,000歩を達成すると10ポイントを付与し、４か月の実施期間中に合計で1,000ポイント達成した方

には、抽選で商品券や景品を進呈する。 

なお、健康セミナー等への参加もポイント付与の対象としている。 
 

  ＜事業の案内チラシ＞ 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

取組について 
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かつしか健康チャレンジ参加者が、４か月の実施期間中に継続してモチベーションを維持・向上できるよう、

約１か月単位の歩数イベント（※）を2回開催し、ゴール到達者の中から抽選で地元企業の商品を進呈した。 

【歩数イベント期間】 

第１回～富士山編～  平成30年11月1日～平成30年12月4日（34日間） 

第２回～イギリス編～ 平成31月1月10日～平成31月2月18日（40日間） 

※歩数イベントは、ウェブサイト上のウォーキングコースに、スマートフォンや活動量計で計測した個人の歩

数、距離等を反映して競うもの。 

 

   ＜歩数イベント＞ 

     第１回歩数イベントは総歩数255,000歩（１日平均7,500歩）でゴールできるよう設定した。 

     第２回歩数イベントは総歩数320,000歩（1日平均8,000歩）でゴールできるよう設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

≪特に工夫した点≫ 

○プロポーザル方式により業者を募り、民間のノウハウを活用した。 

また、ウェブサイト上のウォーキングコースを歩く歩数イベントを実施し、運動習慣の少ない若年

層がスマートフォンを持って気軽に楽しみながら健康習慣が定着するきっかけづくりを促した。 

○ウェブサイト上の歩数イベントにおいてゴール入賞者の中から抽選で地元企業の商品を贈呈し

た。 
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【効果】 

かつしか健康チャレンジ事業参加者の歩数の変化は、事業開始月（11月）の平均歩数約7,200歩に対し、 

事業終了月（2月）の平均歩数約8,700歩と、1,500歩増えた。 

 

【課題】 

○体重・体脂肪率・筋肉量については、大きな変化はみられなかった。 

○主に若年層をターゲットとしたスマートフォンによる参加者は、平成29年度定員800人のところ201人と少なかっ

た。 

周知期間が実質１ヶ月程であったため、集客のための十分な広報期間を設けることができなかった。 

 

 

 

 

 

  

今後は、事業効果を判断するために、年度単位の取組ではなく、長期で事業を実施する必要があると考え

る。 

また、運動習慣の少ない若年層等に向けた集客に向け、プレイベントを実施するなど周知方法を見直すこと

や、事業の周知期間を十分に確保する必要がある。 

取組を踏まえた今後の展望 

取組の効果と課題 
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事例1-2  小平市 

 

 

 

 

保険者名 小平市 保険者種別 区市町村国保 

被保険者数 40,052人（40～74歳：28,305人 平均年齢：51歳） 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 

 (1) 活動量計等を使用した健康行動への健康ポイントの付与 

 (2) 有病者の重症化予防等 

 

 

【背景】 

 （１）活動量計を使用した健康行動への健康ポイントの付与 

平成２８年度に実施した「小平市民の健康に関する意識調査」により、１日8,000歩以上歩いている市民の

割合が東京都比で少なく、歩数を増加させるための動機付けを行う必要があった。 

また、それに伴い、体重や体脂肪率をはじめとする体の状態が改善することを目的とした。 

 

＜小平市民の1日平均歩数＞ ※「小平健康アンケート報告書」より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜東京都民の1日平均歩数＞ ※「平成25年度国民栄養調査 東京都民の健康・栄養状況」より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例1-2 スマートフォンや活動量計等を活用した 
健康づくり事業 

（小平市） 

※平成30年10月時点  保険者の概要 

取組の概要 

分析について 
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市の衛生部門が中心となって事業を実施しているが、国保部門と後期部門も健診データの提供や、対象者

の選定及び事業の運営について、連携している。国保部門のレセプト分析により、平成28年度生活習慣病関

連の医療費が総医療費の約16%を占め、そのうち腎不全が全体の第2位で5.0％、高血圧性疾患が第3位で

4.4%、糖尿病が第5位で3.9%、脂質異常症が第10位でが2.5%であることが判明した。これらの抑制も課題であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  有病者の重症化予防等 

特定保健指導対象者以外のフォローの必要性を感じたことから実施している。 

＜使用データ＞ 

特定健診の結果 

＜分析方法＞ 

人間ドック学会の判断基準で、要治療レベル以上の人 

＝血圧、中性脂肪、ＬＤＬ・ＨＤＬコレステロール、空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ（ＨＤＬのみ要治療レベルの人を除

く。ただし、前年度に白衣高血圧であることを把握していて、血圧以外要治療レベル以上の項目がない

人は除いている。内服なし） 

 

以上の分析から、高血圧者（白衣性高血圧者も含む）が多いことがわかった。 

 

 

 

（１）活動量計等を使用した健康行動への健康ポイントの付与（平成30年度～） 

市民へ活動量計を貸与（最初に行う説明会の際に手渡している）して、歩数をはじめとする健康行動へポイ

ントを付与することにより、動機づけし、日常生活で歩くことを意識させる。 

  

【平成30年度事業】平成30年10月～平成31年2月の約5ヶ月間 

【 募 集 人 員 】市内在住の20歳以上の方 200人 

               

ポイントは300ポイントが目標となっており、達成すると商工会の商品券がもらえる。 

なお、活動量計の歩数データ、事業の開始時に測定した体重・体脂肪率・ＢＭＩ・足指力・ツーステップについ

て、事業終了後に同項目の測定を実施することにより、体の状態改善を図る。 

 

 

取組について 
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＜健康ポイント対象一覧＞                   ＜活動量計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ＜健康ポイント対象の血管力アップ教室等のちらし＞ 

要治療レベル対象者以外の人にも参加してもらうことを目的として開催。開催にあたっては、市報・ＨＰ・

チラシ等で周知している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント対象となる年齢別の歩数 

74歳未満  ：8,000歩 

75歳～79歳：7,000歩 

80歳以上  ：5,000歩 
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≪特に工夫した点≫ 

○参加者が自身で健康を意識してもらうために、極力簡単な仕組みになるようにした。 

○活動量計による健康行動は、スマートフォンやアプリは使用せず、常設の端末を市内９カ所に設

置して、活動量計をかざすだけで、14日間の歩数データを転送できるようにした。 

なお、年齢などのデータは事前に入力して手渡した。 

○年齢に応じた目標設定により参加しやすくすることも心がけた。 

○国保部門と健康づくり部門が連携し、小平市全体として、健康づくりに取り組んだ。 

○血管力アップ教室については、血管年齢測定を実施することで集客効果を図った。 

  また、保健・栄養・歯科・運動という多職種による講話・実技・試食を実施した。 



第２章 取組の内容 

16 

（２）有病者の重症化予防等 
 

特定保健指導の対象者以外への重症化予防の実施 

特定保健指導の対象者には該当しないが高血圧等の有病者に対し、保健師・管理栄養士等が電話

での状況確認（電話入れ）を行い、必要に応じて指導を行っている。 

指導については、対象者の状況に応じて対応している。（喫煙歴のある人に対しては禁煙指導、運

動する機会がない人には教室の案内をする等） 

さらに、医療機関への受診が必要だが未治療の者に対し、電話や手紙で受診勧奨及び相談を実施

している。 
 

 ＜電話入れ時階層レベル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成29年度実施状況＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）活動量計等を使用した健康行動への健康ポイントの付与 

事業初年度のため、取組を行った結果の効果と課題については今後把握していく。 

（２）有病者の重症化予防等 

現在、結果の集計は実施しているが、参加者の改善状況等について、詳細な分析を行っていく必要がある。 

 

 

（１）活動量計等を使用した健康行動への健康ポイントの付与 

事業の周知を図りながら、事業参加者の活動量を増やしていけるように、事業展開をしていきたい。 

（２）有病者の重症化予防等 

集計結果の分析等に取り組み、健康課題をもっと明確にして課題にあった事業にしていきたい。 

  

取組の効果と課題 

取組を踏まえた今後の展望 
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（２）特定健康診査・特定保健指導の実施率向上 

事例2   綜合警備保障健康保険組合 

 

 

 

 

保険者名 綜合警備保障健康保険組合 保険者種別 健康保険組合（単一） 

被保険者数 12,754人（40～74歳：6,144人 平均年齢：40歳） 

被扶養者数 13,962人（40～74歳：2,531人 平均年齢：20歳） 

業種・業態 サービス業 

職種 警備 

事業所数 3 

 

 

（1）健康診断関連の取組 

Ａ．健診前チャレンジ○R ： 

健診の約3ヶ月前にシートを配布し、前回の健診結果と3ヶ月後の健診に向けた個別の生活習慣 

改善アドバイスを掲載。 

Ｂ．生活習慣Ｃｈｅｃｋ＆Ａｃｔｉｏｎシート： 

健診受診者に対し、健診結果票と合わせて個別情報提供シートを配付。 

（2）ＩＣＴを活用した減量対策事業 

     Ａ．ハッスル☆減量ゲーム：週1回の体重入力等による減量対策事業 

     B．歩貯楽（あるちょっく）チャレンジ：日々の歩数の記録等による運動習慣推進事業 

（3）医療機関未受診者対策 

健保と事業主の連名で勧奨を行うコラボヘルス事業の一つとして実施。 

 

 

【背景】 

組合員の健康状態および医療費の現状と経年的な変化を把握することが各種分析の背景である。 

また、組合員に対して実施する個々の保健事業を設計・実施・評価・見直ししていく上で、より詳細な分析

調査が必要である。 

 

【分析の内容】 

使用データは、特定健診+事業者健診(一部)データ・健保連集計値(比較用)・各種保健事業実施データ等。 

 

分析方法は、以下のとおりである。 

 

(1) {年齢階層別・性別・事業所別}×{特定健診実施状況・特定保健指導実施状況・検査値項目・ 

階層化レベル・メタボリックシンドローム該当状況・医療費関連項目等}集計および集団比較・ 

推移把握等 

(2) 健診関連データとレセプトデータの突合集計 

(3) 各種保健事業の効果検証(参加率・継続率・終了率・アンケート集計・その他健診結果への影響 

(改善率)等) 

 

 

 

 

保険者の概要 ※平成30年10月時点 

事例2 健康診断関連の取組／ICTを活用した減量対策事業／
医療機関未受診者への取組 

（綜合警備保障健康保険組合） 

取組の概要 

分析について 
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分析の結果、以下の課題が抽出された。 
 

○肥満該当率が高い。健保連データに比べて特定健康診査の肥満の該当率が本人で10ポイント以上高い

傾向が続いており、特定保健指導該当率（対象者の割合）も健保連と比較して本人で７ポイント、家族で

２ポイント程度高い傾向が続いている。自健保内での推移も維持状態となっており大幅な改善は見られ

ない。 

○当健保組合員(本人)の人数構成は40歳未満（特に30歳台）が多いが、若年層も肥満該当率や生活習慣

病関連リスク保持率が高い。 

○特定保健指導実施率が厚労省目標値55.0%に対して現状25.9%であり、大幅な改善が必要である。 

○生活習慣病関連検査項目（血圧・血糖・脂質）において、医療機関への受診実績のない者が多い。 

○減量対策や運動促進(ウォーキング)関連の保健事業については参加者数が年々増加してきており、こ

の傾向を継続しつつ、健康課題の改善に繋げていく事が課題である。 
 

＜肥満該当率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
＜特定保健指導該当率の推移＞ 
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（1） 健康診断関連の取組 

Ａ．健診前チャレンジ○R  

健康診断受診者に対し、健診の約3ヶ月前に「健診前チャレンジ○R ・シート」を配布。 

前回の健診結果と3ヶ月後の健診に向けた個別の生活習慣改善アドバイスを掲載した。 

これにより、健診への意識付け(受診率維持)と、より良い健康状態で健診を迎える意識付け・行動変容 

(健診結果改善)を促す目的で実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 
従来の情報提供は主に健康診断後に行ってきたが、健診の「約3ヶ月前」が、前回の結果と残り3ヶ月

での改善アドバイスを提供でき、健診や行動変容につなげるタイミングであることに着目した。 

※健診前チャレンジ○R は（株）インサイツの登録商標です。  

取組について 



第２章 取組の内容 

20 

B．生活習慣Check & Actionシート 

健診受診者に対し、健診結果票と合わせて個別情報提供シート（生活習慣Check & Action シート）を配

布。健診結果の履歴・変化予報等をグラフや色分けを用いて視覚的に掲載するほか、健診・問診結果に応

じた個別の生活習慣改善アドバイスを掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 

○当該年度を含めた4年間のグラフを掲載し、健
康状態の推移が把握できるようにした。 

○グラフや色分けで視覚化し、より理解が促進す
るようにした。 

○健診・問診結果に個別の生活改善アドバイス
を掲載した。 
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（2） ICTを活用した減量対策事業 

A．ハッスル☆減量ゲーム 

週1回体重計に乗り、体重をWEB上の記録ツールに入力するICTを活用した減量対策事業（対象は被保険
者と20歳以上の被扶養者）。参加者には毎週健康関連コラムの配信・クイズ等を提供し、3ヶ月間の期間限
定イベントとして実施。 
また同時に、体重入力やコラムの閲覧、クイズへの回答等に対してポイントを付与し、ポイントに応じて賞

品を提供するインセンティブも実施。 
なお、今年度から特定保健指導のモデル実施をハッスル☆減量ゲームのプラットホームを用いて実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B．歩貯楽（あるちょっく）チャレンジ 

ハッスル☆減量ゲーム＜（2）-Ａ＞と同様のICTを活用した減量対策事業で、本ツールでは日々の歩数を
記録する。 
また同様に、コラム配信・クイズ提供とインセンティブ機能を備えている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 
○若年層も楽しみながら取り組めるような取組を行っ
た。 

○「週1回の体重計測」というハードルの低い取組で
比較的改善意識の低い参加者も参加できるように
した。 

○3ヶ月間のキャンペーン方式とする事で集中力を
維持しつつ継続率を向上させる設計とした。 
また、同時にポイント・インセンティブや毎週のコラ
ム配信・クイズ提供等によって飽きさせない工夫を
した。 

○「週1回体重計に乗る」取組から、体重測定を習慣
化する事を目指した。 

○春の健診時期の直前(毎年1月～4月に実施)に行
う事で、健診前チャレンジ○R ＜（1）-Ａ＞との相乗
効果を狙った。 

≪特に工夫した点≫ 
○Ａハッスル☆減量ゲーム＜（2）-Ａ＞と同様に取組
のハードルを下げて、比較的改善意識の低い参加
者が飽きずに最後まで継続出来るようなキャン
ペーン設計としている。 

○スマホ等の持ち込みまたは携帯を禁止する業務の
社員には歩数計を配布し、手入力。また、スマホア
プリ計測の場合もあえて自動集計はせず、ふり返り
の意味から毎日手入力する。 

○減量ゲーム同様ポイントインセンティブやコラム、 ク
イズを配信。 

○本事業は秋に実施し、ハッスル☆減量ゲーム＜
（2）-Ａ＞とは開催時期をずらす事で、減量対策効
果や意識付けの継続を目指している。 
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（3） 医療機関未受診者への取組 

生活習慣病関連検査項目において、当健保既定の受診勧奨基準値を超過し、かつ医療機関への受診実

績のない者に対して受診勧奨を実施。健保と事業主の連名で勧奨を行うコラボヘルス事業の一つとして実施

している。 

 

＜受診勧奨対象者抽出時の基準値＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（1） 健康診断関連の取組 

Ａ．健診前チャレンジ○R とＢ．生活習慣Ｃｈｅｃｋ＆Ａｃｔｉｏｎシートは共に40歳以上の全組合員(被保険者本

人)を対象としたポピュレーションアプローチ型の事業であるため、個別の効果を測定することは困難である

が、第1期データヘルス計画策定時から肥満該当率・特定保健指導対象率・メタボリックシンドローム該当率

(すべて本人集計結果)の全ての項目において僅かではあるが減少傾向を維持している。 

また、Ａ．健診前チャレンジ○R とＢ．生活習慣Check & Actionシートは共に継続して配布するため、マンネリ

化を防止するための定期的なアップデートが必要である。 
 
（2） ICTを活用した減量対策事業 

Ａ．ハッスル☆減量ゲーム 

2018年１月の開催で9回目の実施となり、初回開催時で百数十名であった参加者が現在は2,000名を超

える規模となっている。今回は特に被扶養者の参加を促す取組を実施し、前年比で約二倍の被扶養者の

参加を達成した。参加者の継続率(3ヶ月間実施した者の割合)と減量成功率共に80%前後を毎年継続して

いる。 

また、イベントへの効果としても、参加者/非参加者の比較結果として、体重・腹囲・生活習慣病リスクの

改善率が高い結果（参加者2,368人のＢＭＩ値が平均で0.7ポイント減少）となっている。 
 

B．歩貯楽（あるちょっく）チャレンジ 

2018年度初開催であるが、ハッスル☆減量ゲーム＜（2）-Ａ＞と同等の参加者を集めており、運動習慣

の促進が期待されている。 
 

※ハッスル☆減量ゲーム＜（2）-Ａ＞とB.歩貯楽（あるちょっく）チャレンジ＜（2）-Ｂ＞共に全社的な保健事

業イベントとしての位置付けは確立されつつあり、減量対策等の課題解決に向けた一定の環境整備は

達成出来たと考えている。今後はより具体的な健康課題の解決(肥満該当率の減少等)に繋げていく事

が課題となる。 
 

（3） 医療機関未受診者への取組 

本事業は2015年度より実施している。2015年度より40歳以上被保険者数は約5,000名から約6,000名と増

加傾向にあるが、受診勧奨対象者数は170名から124名と減少傾向にあり、対象率も3.2%から2.1%へと減少し

続けている。 

一方で、毎年受診勧奨に該当する者(受診勧奨しても病院に行かない者)が一定数存在しており、これらの

対策が課題となる。 

取組の効果と課題 

≪特に工夫した点≫ 
健保からの受診勧奨ではなく、事業主との連名により実施する事で、配布対象者の「病院に行く」意識

を高められるように工夫している。 
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ここ数年の様々な取組により、減量対策等の課題解決に向けた一定の環境整備は達成出来たと考えてお

り、今後はより具体的な健康課題の解決(肥満該当率の減少等)に繋げていく事が課題と考えている。 

また、「若年層への対策」強化が挙げられる。今後数年で、人数が多く生活習慣病リスクが高い40歳未満が、

40歳以上に流入し、特定保健指導対象率や実施率の維持・減少が困難となる事も予想される。 

今後、40歳未満被保険者の定期健診結果データの収集と分析を進め、具体的対策を検討する。 

なお、2018年度新たに取り組んだ歩貯楽（あるちょっく）チャレンジや特定保健指導モデル実施は、既存事業

のアップデートや新規事業の開発などPDCAに基づく保健事業の効果の維持・増進を進める活動であり、健保と

して継続的に進めていく必要があると考えている。 

 

＜若年層リスク状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取組を踏まえた今後の展望 
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事例3   オオゼキ健康保険組合 

 

 
 

 

保険者名 オオゼキ健康保険組合 保険者種別 健康保険組合（単一） 

被保険者数 1,707人（40～74歳： 485人 平均年齢：34歳） 

被扶養者数 953人（40～74歳： 113人 平均年齢：19歳） 

業種・業態 飲食料品小売業 

職種 ― 

事業所数 3 

 

 

（1）健診結果を分かり易い図表にして送付 

（2）被扶養者の健診未予約者への勧奨 

 

 

【背景】 

①平成23年4月1日に設立。それ以前には総合健保に加入していたことから、保健事業の内容・方法等は、可能

な限り総合健保加入時の水準・やり方を維持することを原則とした。 

②加入者の健診については、39歳以下の社員は事業主が実施し、40歳以上の加入者は健保組合が“人間ドッ

ク”を受診させるという分担。 

（40歳以上の社員に関する健診結果データは、法定健診部分のみ健保組合から事業主に提供） 

③健保設立時（平成23年度）から、「健診受診率の向上」と「自分の健康への関心を持ってもらう」を目標に、保

健事業に取り組んだ。 
 
【分析の内容】 

①特定健診の予約及び健診結果の閲覧ができる自健保ホームページへのアクセス件数をカウント。  

②委託業者によってデータ化された健診結果データ、健診機関からの費用請求データ等と適用データとを突合

して、特定健診の受診率を把握。 

③被扶養者への受診勧奨通知と受診予約者の月別推移を分析。 

※そのほかに「健康管理推進委員会」及び組合会等において、委員から提示される意見等を参考に 

課題を把握。 
 

分析の結果、以下の課題が抽出された。 

ホームページ上で健康情報や特定健診結果等を閲覧できるようにしているが、主体的にアクセスする者が

少ないことから、行動変容を促す取組や積極的な受診勧奨が必要である。 

また、健保組合設立年度からの特定健診受診率推移を見ると、被保険者は事業主からの直接的な受診勧

奨の結果目標値を超えているが、一方で被扶養者の受診率向上が課題であり、被扶養者の受診率が大幅

にアップしない限り、国が示す目標実施率を達成することは難しい状況である。 
 
（平成25年度実績： 被保険者97.4％、被保険者53.3％、合計86.5％） 

（特定健康診査の目標実施率）                     （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

事例3 健診結果を分かり易い図表にして送付／ 
被扶養者の健診未予約者への勧奨 

                      （オオゼキ健康保険組合） 

保険者の概要 ※平成30年10月時点  

取組の概要 

分析について 
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当健保では、「健診受診率の向上」と「自分の健康への関心を持ってもらう」を目標に、各種保健事業の施策

を展開した。 

 

 

 

 

 

 
 

そのうち、（１）健診結果を分かり易い図表にして送付（２）被扶養者の健診未予約者への勧奨は、以下のとお

り実施。 

（1）健診結果を分かり易い図表にして送付  

健診終了者に対し、健診結果を①「健診データ見える化チャート」 ②「未来予報」 ③「健康年齢」 

という分かり易い図表にして送付する。 

      ※「健診結果表」は、健診機関から個人宛に直接送付している。     
 

① 「健診データ見える化チャート」（平成27年度～）  

【対象】 40歳以上の被保険者・被扶養者 

健診結果をレーダーチャートで図示し、自宅宛に郵送している。 

また、自分の健診結果に関心を持ってもらうという目的で、健診案内時に前年度の「健診データ見える

化チャート」を同封し、健診結果を想起してもらった。（平成28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪各種保健事業全般に関する姿勢≫ 

○被保険者と被扶養者の扱いにおいては、可能な限り両者に差を設けないようにする。 

（健診受診における補助金等） 

○被扶養者の健康維持には、被保険者に対する以上に配慮する。（家族全体の健康リーダーを務

めていることが多いため） 

○健保組合は、加入者の「健康づくり」を支援する組織であることを伝える。 

取組について 
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② 「未来予報」の通知（平成28年度開始）  

【対象】 40歳以上の被保険者・被扶養者 

発症予測システムによる発症の危険度を健診結果から算出し、「メタボリスク判定」と共に自宅宛に郵

送している。 
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③ 「健康年齢」通知の制作・送付（平成29年度開始）  

【対象】全ての被保険者及び被扶養者（29歳以下の被扶養者は除く） 

 健診結果から「健康年齢」を算出し、健診終了後に自宅宛に送付している。 

 作成にあたっては、同世代との比較が分かりやすいように工夫している。 
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（2）被扶養者の健診未予約者への勧奨（平成27年度開始） 

【対象】 健診を受診していない被扶養者（29歳以下は除く） 

   健診を予約していない被扶養者の自宅宛に、「レター（パンフレット）」（初回勧奨）及び「受診勧奨はがき」（2

回目の勧奨）を送付している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜レター（パンフレット）＞ ※初回勧奨 

【対象】 被扶養者の健診未予約者（人間ドック≪40～74歳まで≫、配偶者健診≪30～39歳まで≫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3月】    

健診案内送付 

【5～7月頃】  

初回勧奨 

被扶養者の健診未予約者（人間ドック≪40～74歳まで≫、配偶者健診≪30～39歳まで≫）に「レ

ター（パンフレット）」を送付 

【8～9月頃（初回勧奨の1～2ヶ月後）】  

2回目の勧奨 

被扶養者の健診未予約者（対象者は初回勧奨同様）に「はがき」を送付 

勧奨の流れ 
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＜受診勧奨はがき＞ ※2回目の勧奨 

 【対象】被扶養者の健診未予約者（人間ドック≪40～74歳まで≫ 
 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 

(1)「健診データ見える化チャート」：健康の大切さと自分の健康に関心を持ってもらう。 

健診案内時に前年度結果のレーダーチャート図を送付し、自分の健診結果を思い出しても

らい、受診行動につながるよう働きかけを行った。 

また、結果通知に「未来予報」を入れることにより、放置することへの危機感を実感して

もらい、意識変容を促す工夫を行った。 

 

(1・2共通)情報伝達（印刷物）には、“印象”が第一！！ 

○読む人（相手）の立場になって、分かり易く表現する。 

○言葉の使い方に間違いは許されないが、「ゆるく」分かってもらう事も大切。 

○文字数が多いと、読んでもらえない！ 

（その道の専門家は、得てして文字が多くなり勝ち！） 

○自分たちだけで「案」を作り過ぎると、スマートな形になりにくい＜反省＞ 
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【効果】 

○特定健診受診率の推移 

被保険者の受診率は、平成23年度の81.8％から平成29年度の96.9％へ上昇している。 

被扶養者の受診率は、平成23年度の41.3％から平成29年度の59.6％へ上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○被扶養者への受診勧奨通知と受診予約者の月別推移 

（2）被扶養者の健診未予約者への勧奨実施後、健診の申し込みが増加した。 

６月の＜レター（パンフレット）＞勧奨後、7月～8月に人間ドック・配偶者健診両方の申込数が増加した。 

８月の＜受診勧奨はがき＞送付後、直ちに申込者数の増加は見られなかったが、最終的な人間ドックの申

込率は前年度より増加した。（勧奨を重ねることの効果が徐々に発現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の効果と課題 
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【課題】 

○健康への関心が低い人の意識向上 

一人あたりの年間医療費は全国平均の３分の２であり、現時点ではメタボ判定者も少ないが、喫煙率は

50%を越えている。 

また、社員食堂で提供される弁当については揚げ物が多く、山盛りのご飯とインスタントラーメンを併せて

食べている者もいる。肉体労働従事者が多い職場ではあるが、このような食生活を続けていては、50歳を迎

える頃の健康状態が憂慮されることから、健康への関心が低い人の意識向上が課題である。 

○健診拒否者への対応策（特に年長者） 

○健診受診後の保健指導や医療機関受診への誘導方法と受け皿のセット 

○医療専門職との連動及び保健指導に関する事業主の理解と対策 

健保組合には事務処理の専門家は居るが、医療の専門家が居ないため、健診結果を分かりやすい様式

で提供する等の工夫は出来ても、保健指導への誘導等のフォローが出来ないことが課題である。 

産業医についても、長時間労働への対応で手一杯である。 

また、職場でも最少限の人数で業務を行っているため、就業時間中に特定保健指導の面談や再検査を

受けることが困難な環境であることも課題である。 
 

 

 

○事業主の事情に詳しく、かつ一定の影響力を有する人材による健保業務の遂行／保健事業専任スタッフ

の配置 

健康保険組合に期待されることが大きく変わっており、従来は「健保事務のエキスパート」が求められてい

たが、数年前から「保健事業」への比重が増してきている。この事から「保健事業の専門家（エキスパート）」

が健保組合内に配置されることが求められるようになった。 

また、健康日本21に始まり、特定健診・特定保健指導、データヘルス計画と動きは急速に加速されてい

る。それに応じて健保組合における保健事業業務の比重も増加しているが、事務処理の合間に保健事業を

行うという事が許されない状況である。少人数で運営せざるを得ない健保組合では、保健事業の担当者を

配置できず、事務長や常務理事が兼任せざるを得ない現状がある。 

上記の理由から、保健事業を担当できる専門知識・ノウハウと技能を持った職員の配置と育成が課題で

ある。 

また、事業主との連携を図って業務を推進できる人間が求められていることから、「健保組合を運営する」

役割を果たすスタッフの育成も課題である。 

○他健保のGood事例の取り込み 
 

 

 

 

  

取組を踏まえた今後の展望 
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事例4-1  北区 

 

  

 

保険者名 北区 保険者種別 区市町村国保 

被保険者数 82,494人（40～74歳：54,580人 平均年齢：49歳） 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 

年齢ごとの未受診状況によってパターン分けした受診勧奨はがきを送付 

 

 

平成26年度以降、未受診者に年齢ごとにパターン分けした受診勧奨はがきを送付したところ、効果があった

ため、29年度に以下の年齢区分ごとの健康上の課題・特性に対応し受診勧奨通知（Ｚ字大判圧着はがき（見開

き308ｍｍ×220ｍｍ））を作成した。 

※パターンを問わず、特定健診実施時期、受診方法を記載。 

 

① 40～49歳で、本年度特定健康診査未受診の方 

自覚症状がなくても生活習慣病は進行する可能性。次回、特定健康診査までに取り組む生活習慣の見直

しのヒント等。 

 

（前面）                                （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例4-1 ターゲットに応じた受診勧奨通知の工夫 
（北区） 

※平成30年10月末時点  保険者の概要 

取組の概要 

取組について 
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② 50～64歳で、本年度特定健康診査未受診の方 

仕事等で忙しく健康管理が後回しになりがちな年代。血糖、血圧、中性脂肪などで異常値が出始める頃だ

が、早期発見により悪化を防ぐことは可能。 

 

（前面）                               （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 65～74歳で、本年度特定健康診査未受診の方 

筋肉量が減り、内臓脂肪が蓄積しやすくなる年齢の特性。病院等に定期的に通院している場合であって

も、体全体を診るための特定健康診査を受診することが重要。 

 

（前面）                               （裏面） 
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④ 新40歳、平成29年9月1日以降北区国保新規加入の方 

北区での特定健康診査の全般的な説明・紹介。継続して受診することの意義。 

（前面）                                （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年度末に行った受診勧奨により平成29年度受診率が上昇したが、今年度の受診率（実績）は、伸び悩

んでしまった。 

平成30年度末は、レイアウトや表記の変更を行い、受診率の向上を図る。 

また、送付対象者の次年度の健診受診状況等について、さまざまな視点での効果検証を行い、今後の改善

を検討していく。 

書面での勧奨に限界がある場合、将来的に電話による勧奨等を検討する必要があると感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

≪特に工夫した点≫ 
○イラストを使った目を引く表示。 
○年齢区分ごとの健康課題に対応した内容にする点。 
○Ｚ字圧着の通知（見開き6面）により、すぐに開けかつ情報量を多くした。 

 

取組の効果と課題 
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事例4-2  豊島区 

 

 

 

保険者名 豊島区 保険者種別 区市町村国保 

被保険者数 80,829人（40～74歳：43,476人 平均年齢：43.6歳） 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 

（1） 特定健診受診率向上 

経年の受診状況から導き出した受診パターン別にメッセージを変え、受診勧奨通知を送付 

（2） 有病者の重症化予防 

健診結果から対象者を把握し、糖尿病低リスク者・高リスク者各々の状況に応じたアプローチを実施 

 

 

（1） 特定健診受診率向上 

過去10年間の豊島区特定健診受診状況から、対象者の年代によって受診行動に差があることが判明した

ため（40代・50代は全く受診しない方が多く、60代以上は隔年受診する方が多い）、以下4パターンの年齢区分

ごとの健康上の課題・特性に対応した受診勧奨通知（往復はがき）を作成した。 
 
①毎年受診している、40～74歳の方            ②隔年で受診している、40～74歳の方  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者の概要 ※平成30年4月時点  

事例4-2 ターゲットに応じた受診勧奨通知の工夫 
（豊島区） 

取組の概要 

取組について 
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③過去3年間の未受診者で、40～59歳の方       ④過去3年間の未受診者で、60～74歳の方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度から未受診理由アンケートを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫※②～④のみ 
返信率が高まるよう、形式を工夫した（往復は

がきを送付し、片側を勧奨通知、片側をアン
ケートとした）。 
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（2） 有病者の重症化予防 

糖尿病低リスク者、高リスク者ともに減少傾向であるが、保健指導等に関心を持たない方も依然として 

多いため、低リスク者および高リスク者への個別受診勧奨を実施 

 

○低リスク者（※） 

区より保健指導の利用券を郵送し、申し込みのない方には事業者から勧奨ハガキを発送 

※HbA1c値が6.0～6.4%、かつ、糖尿病薬未服薬、かつ、特定保健指導対象外である糖尿病予備軍の方 

（申し込み勧奨ハガキ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高リスク者（※） 

区より調査票を送付し、返信があった方のうち医療機関未受診、受診予定の方に対して専門職（保健師）

が直接電話にて受診勧奨 

 ※HbA1c値が6.5%以上であり、糖尿病薬未服薬の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

≪特に工夫した点≫ 

○低リスク者への受診勧奨については、受診勧奨単価を設定し、委託事業者にインセンティブが

働くよう工夫した。 

○高リスク者への受診勧奨については、ベテランの保健師（直営）が数年に渡ってフォローアップ

を行っている。 

※フォローアップの内容・・・ＨｂＡ1ｃの変動値や指導中の会話の中から、保健師個々の判断で、 

必要と思われる対象者に年１回程度の電話フォローを実施している。 
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（1） 特定健診受診率向上 

特定健診の実施率は平成27年度に上昇した。 

平成25年度 40.8％ 

平成26年度 40.8％ 

平成27年度 41.6％ 

平成28年度 41.6％ 

また、アンケートの返戻率は約10％で、未受診傾向を把握することができた。 

主な未受診理由は、「通院や人間ドック等で健診を受けている・受ける予定だ」であり、回答全体の5割を占

めていた。そのほか「後日受ける予定だ」「受診券を紛失したので再交付を希望する」が合わせて４割程度存

在しており、後者に対して定期的に受診勧奨を行うことが必要と考えられる。 

 

（2） 有病者の重症化予防 

低リスク者への保健指導利用勧奨については、利用券を送付しただけでは保健指導を受けないが、勧奨

すると保健指導を受ける方が一定数存在した。高リスク者への医療機関受診勧奨については、同じ保健師が

経年的にフォローアップをすることで、医療機関の受診継続につながりやすい。 

課題として、低リスク者については男性の参加率が低いため、アプローチ方法を工夫する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高リスク者については、電話での実態把握には限界があるため、面談等も視野に入れる必要がある。 

 

  

取組の効果と課題 
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事例5-1  計機健康保険組合 
 

 

 

保険者名 計機健康保険組合 保険者種別 健康保険組合（総合） 

被保険者数 32,750人（40～74歳：21,488人 平均年齢：45歳） 

被扶養者数 27,796人（40～74歳： 8,434人 平均年齢：26歳） 

業種・業態 機械器具工業 

職種 事務職、専門職（医師・看護師・検査技師・放射線技師・薬剤師・保健師・管理栄養士） 

事業所数 456 

 

 

（１）事業所に健診受診率、有所見率、未受診者の一覧を送付 

（２）健診未受診の被扶養者に対し、受診勧奨文を送付 

（３）機関誌において、健診受診率の報告、有所見率を掲載 

 

 

【背景】 

平成27年度における被保険者の受診率は89.69％で目標受診率（79％）を上回っているが、被扶養者の受診

率は40.9％と低く、受診率向上に向けた勧奨の強化が課題となっていた。 

   

 

 

 

 

 

 
 

【分析の内容】 

平成29年12月から平成30年1月にかけて被扶養者の健診受診状況に関する調査を実施。 
 
分析の結果、以下の課題が抽出された。 
 
対象者数12,661名の8.3％にあたる40歳以上の被扶養者1,057名が、当組合が把握していない勤務先や自治

体等で何らかの健診を受けていた。 

 

 

（１）事業所に健診受診率、有所見率、未受診者の一覧を送付 

平成30年7月、被保険者数50名以上の事業主(140事業所)に対し、健診受診率、有所見率、未受診者の一

覧を送付。 
 
≪送付物≫   「平成30年度 健診・医療費報告と健康情報」 

≪記載内容≫ １．貴事業所の健康状況 

２．貴事業所の医療費状況 

３．「健康企業宣言」にご参加ください 

４．平成29年度 事業所状況調査報告 

５．平成29年度 貴事業所健診未受診者一覧 

※平成30年10月時点  

事例5-1 被扶養者の各種健診の受診率向上 
（計機健康保険組合） 

保険者の概要 

取組の概要 

分析について 

取組について 
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＜1．貴事業所の健康状況について＞ ※ 「平成30年度 健診・医療費報告と健康情報」より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被扶養者（家族）の受診率

が低いことを周知し、受診

勧奨につなげてもらう。 
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（２）健診未受診の被扶養者に対し、受診勧奨文を送付 

○当健保で検診データを直接入手し対策を講じるために、平成29年12月から平成30年1月にかけての 

被扶養者の健診受診状況に関する調査を平成30年6月に実施した。 

○未受診者および勤務先や自治体等で何らかの健診を受けていると回答した40歳以上の被扶養者および 

40歳未満の妻に対し、健診受診勧奨として健診ガイドブックやリーフレットを自宅宛てに送付した。 

(5,423名)  
 

≪送付物≫ 

① 契約医療機関受診申込書         ② 健診ガイドブック   

③ 特定健診・特定保健指導のススメ     ④ 奥さまこそ、健診を受けなくちゃ！ 

⑤ 受けよう。話そう。家族の健診。 
 
   ＜④ 奥さまこそ、健診を受けなくちゃ！＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   ＜⑤ 受けよう。話そう。家族の健診。＞ 
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（３）機関誌において、健診受診率の報告、有所見率を掲載 

 

 

【効果】 

平成30年6月、未受診者および勤務先や自治体等で何らかの健診を受けていると回答した40歳以上の被扶

養者および40歳未満の妻に対し、健診受診勧奨した妻の結果は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

１．被扶養者の未受診者に対して、リーフレット等を送付しているが、受診率が低い状況であることから、 

今後は、違う角度からのアプローチを考えることが課題。 

２．当組合が把握していない勤務先や自治体等で何らかの健診を受けている40歳以上の被扶養者の健診 

データについては、どのような形で取得するかが課題。 

 

 

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の首都圏では、契約医療機関は多いが、地方の被保険者および被扶養

者の目線では、まだまだ契約医療機関が少なく感じていることがあり、「健診を受けない理由」とならないように、

地方の意見を吸い上げていきたい。 

 

  

≪特に工夫した点≫ 

被扶養者に対して、特定健診・特定保健指導を受ける理由や健診を受けるメリット(健康維持・早期発

見・早期治療)、健診を受けない理由(暇がない・面倒・結果が怖い・お金がかかる)等のイラストの入った

わかりやすい既存リーフレットを選定した。 

取組の効果と課題 

取組を踏まえた今後の展望 
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事例5-2  東光高岳健康保険組合 

 

 

 

保険者名 東光高岳健康保険組合 保険者種別 健康保険組合（単一） 

被保険者数 3,151人（40～74歳：2,221人 平均年齢：46歳） 

被扶養者数 2,926人（40～74歳： 980人 平均年齢：27歳） 

業種・業態 電気機械器具製造業 

職種 製造業 

事業所数 14 

 

 

A．健康管理推進委員会による未受診者へのヒアリング 

B．事業所の地域ごとに無料で受診できる「施設健診」の導入 

 

 

【背景】 

○特定健診受診率が80%をなかなか超えないので何か方法は無いかと考えていた。 

○被保険者の受診率はほぼ100%に近いため、引き上げることは不可能。受診率目標の80%をコンスタントに

上回るためには被扶養者の受診率を数%でも上げる必要がある。 

○対象者が全国に点在するためバスでの巡回健診を行ってきたが、日程が限られる、会場によっては早く満

員になるなど必ずしも受診しやすい環境とは言えない 

 

【分析の内容】 

○被保険者の受診率はほぼ100%に近いが被扶養者は60%程度で低迷していることが毎年の結果から判明し

ている。 

○未受診の被扶養者から20～30人を受診させることが出来れば80％の目標達成となることを試算した。 

 

 

A．健康管理推進委員会による未受診者へのヒアリングについて 

健康管理推進委員会(各事業所の総務担当者がメンバー)に未受診者の名簿を渡し、被保険者(社員)に 

対してのヒアリングをお願いした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者の概要 ※平成30年12月時点  

≪特に工夫した点≫ 
事業所に対しては必ずしも被保険者全員に未受診者家族へのヒアリング実施を求めてはいな

いが、ヒアリング実施の際には家族に直接未受診の理由を聴いてもらうようにしている。 
また、自由な意見（理由）の中に、今後の事業改善に向けての手がかりが含まれている可能

性があるので、あえてヒアリング項目は指定していない。 

事例5-2 被扶養者の受診率向上 
（東光高岳健康保険組合） 

取組の概要 

分析について 

取組について 
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B．事業所の地域ごとに無料で受診できる「施設健診」の導入について 

 バスでの巡回健診に加え、「施設健診」の対象施設を各地区（10か所程度）に設定して案内した。 
 

＜健康診断の受診のご案内＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ヒアリングで被保険者から声を集めてもらったところ、「健診の開催日程が限られている・すぐに満員になっ

てしまい自分の行きたい場所が取れない・毎年受診が必要だとは思っていない」などの声が出てきた。 

○施設健診については、まだ利用者が少ない(年間で２１名)。 

 

 

被扶養者の健康意識を高め、健診から早期指導に乗せていくことが重要だと考えている。 

ただし、この層はなかなか健診を実施する場所まで出てきてもらえないので、細かい方策を少しずつ拡充し

ていく必要がある。 

施設健診については、被扶養者の健診に関する小冊子を作成し、配布することを検討している。（掲載内容

については、健診の内容・受診方法・補助金の申請方法等を予定） 

今後も、ヒアリングで意見を集め、より受診しやすい環境を整備し、加入者の健康状態改善を目指していく。 

  

取組を踏まえた今後の展望 

取組の効果と課題 

≪特に工夫した点≫ 
施設健診の対象施設の選定にあたっては、被扶養者の住所地が全国に点在しているので、なるべく 

利便性の高い場所の施設と契約した。 
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事例6   ノバルティス健康保険組合 

 

 

          

保険者名 ノバルティス健康保険組合 保険者種別 健康保険組合（単一） 

被保険者数 5,509人（40～74歳：3,285人 平均年齢：42歳） 

被扶養者数 6,918人（40～74歳：1,574人 平均年齢：21歳） 

業種・業態 母体企業：化学工業・同類似業（医薬品の開発、輸入、製造、販売） 

職種 医薬品営業職、医薬品製造職、医薬品開発職、管理職、一般事務職、経理・会計職 等 

事業所数 8 

 

 
 
保健指導の内容を複数用意（複数の委託業者と契約）し、対象者自らが選ぶ選択制を導入 

 

 

 

【背景】 

  第二期特定健康診査等実施計画時、平成29年度における特定保健指導実施率を国が示す目標値60％ 

（単一型健康保険組合）と定めたため、60％に達成するための取組を行うことが必要となった。 
 
    ＜第二期特定健康診査等実施計画の特定保健指導の目標実施率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析の内容】 

使用データは、過去の保健指導実施結果・最新の保健指導対象者リスト・事業主から提供される人事データ

（所属、勤務地等）を使用。 
 

分析方法は以下のとおりである。 

○保健指導対象者のバックグラウンド（職種、勤務地等）を確認。 

○前年に引き続き保健指導の対象となるリピーターの人数・割合を確認。 
 

分析の結果、以下の課題が抽出された。 

○当健保組合の職種は、営業・製造・内勤など多種に亘るため、画一的な保健指導の内容では関心度や

効果が低い可能性がある。（割合 営業員：50％ 製造員：5％ 内勤：45％） 

○当健保組合の50％を占める営業員は、車による移動が中心で運動不足がちである。 

なお、全国勤務（営業所単位では全国40都道府県に在住/勤務）であり、会社からiPadを貸与されている

ので、いつでも・どこでも遠隔面談が可能である。 

○当健保組合の5％を占める製造員（工場勤務者）も、ラインでの勤務が中心で意外と運動不足がちであ

る。勤務先が工場であるため、会議室等を利用してface to faceの面談実施が可能である。 

○前年に引き続き保健指導の対象となる人が約7割いるので、実施率が低下する懸念がある。 
 

 

事例6 選択制保健指導 
（ノバルティス健康保険組合） 

保険者の概要 ※平成30年11月末時点  

取組の概要 

分析について 
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平成26年度より、被保険者がそれぞれの職種に応じた特定保健指導を受けられるように、また、リピーター

対策のため、保健指導の内容を以下の3種類用意した。 

また、自らの参画意識を高めるためにも、指導内容は選択性とした。 
 

   Ａ．活動量計（ウェアラブル機器）を使用し、脂肪燃焼ゾーンでの運動を中心とした保健指導 

   Ｂ．食事・運動など生活習慣全般を見直して、改善を進める保健指導 

   Ｃ．食事内容の見直しを中心とした保健指導 
 
   Ａ．活動量計（ウェアラブル機器）を使用し、脂肪燃焼ゾーンでの運動を中心とした保健指導 

      活動量計を参加者に配付し、脂肪が燃焼しやすい最適なペース（脂肪燃焼ゾーン）を意識づけるととも

に、スマートフォンに送信することで見える化できる特定保健指導プログラムを用意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組について 
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Ｂ．食事・運動など生活習慣全般を見直して、改善を進める保健指導 

勤務先に専門相談員が訪問し、個人のライフスタイルに合わせた健康目標を提案した上で、６か月間電

話やメール（WEB）でサポートする特定保健指導プログラムを用意した。 
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Ｃ．食事内容の見直しを中心とした保健指導 

40分の初回面談後、専属管理栄養士による6か月間のレシピ配信や、アプリを活用した3日分の食事

アドバイスにより、食事内容の見直しを図る特定保健指導プログラムを用意した。 
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ここ数年の取組により、被保険者の保健指導実施率は効果が出ている。 

平成27年度：62.3% 

平成28年度：60.6% 

平成29年度：68.2%（途中経過） 

 

一方、毎年、特定健診受診者の約20%が保健指導の対象者となっており、リピーターが相変わらず約7割 

いることが課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40歳未満のいわゆるメタボ予備軍に対して何らかの対策（保健指導に近い健康指導のようなもの）を実施し、

特定保健指導対象者自体の人数（割合）の低減を図りたい。 

また、リピーターについて、毎年検査値が良くなっているのか、変わらないのか、悪化しているのか、を把握で

きていないため、今後はこの点を精査し、その結果に応じて委託業者（=指導内容）等の見直しを検討したい。 

  

≪特に工夫した点≫ 

○保健指導対象者が、より簡便に、また、一人でも多く保健指導を申し込むように、下記の流

れで実施した。 

①対象者が選択しやすく、かつ参加意欲がわくように、A4判サイズ1枚（両面）のチラシ 

（46～48ページの図参照）を作成し、保健指導の案内メールを送付する際に添付。 

②対象者はどのメニューを選択するかについて、メールで健保に返信。（自らがメニューを選択） 

③②の返信メールをもとに、選択メニューごとの参加者リストを作成し、各業者に連絡。 

業者が初回面談の日程調整を本人と行う。 

○工場勤務者においては、工場内の会議室等で初回面談が出来るように事業主側の協力を得て

いること。 

取組の効果と課題 

取組を踏まえた今後の展望 
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（３）重症化予防 

事例7   ジブラルタ健康保険組合 

 

 
 

 

保険者名 ジブラルタ健康保険組合 保険者種別 健康保険組合（単一） 

被保険者数 14,341人（40～74歳：10,118人 平均年齢：47歳） 

被扶養者数 11,036人（40～74歳： 2,671人 平均年齢：24歳） 

業種・業態 金融業・保険業 

職種 営業職・事務職 

事業所数 10 

 

 

（1）特定保健指導の対象者以外への重症化予防事業の実施 

（2）非肥満かつ健診結果数値が一定基準以上の方への冊子配布 

（3）ダイエットキャンペーンなど生活習慣改善意識のきっかけを提供 

 

 

【分析の内容】 

生活習慣病の医療費状況を分析することにより、対策の方向性を明確化することを企図し、以下の分析を

実施した。 

 

○生活習慣病医療費について、疾病分類別に対前年増加状況を分析した。 

○肥満（ＢＭＩ）とＨｂＡ1ｃの状況から、専門業者により将来医療費を予測した。 

○高血圧症・糖尿病および肥満の状況については、レセプトおよび健診結果の両面から、より詳細に以下の 

分析を行なった。 

①高血圧症および糖尿病の階層（重症度）別の人数および合計医療費状況  

②血圧・血糖値・ＢＭＩの年齢階層別分布状況 

 

分析の結果、以下の課題が抽出された。 

 

（課題１）糖尿病 

医療費増加に大きな影響を与える一つの要因として高血糖（ＨｂＡ1ｃ6.5以上）が挙げられた。 

人工透析の医療費へのインパクトも大きく、医療費増加の要因となっている。 

ＨｂＡ1ｃ7.0以上者が一定数おり、そのうち医療機関未受診者が約４分の１存在した。 

（課題２）循環器系疾患 

第一期データヘルス計画作成時点では、循環器系疾患は医療費全体の8.5％を占めていた。 

収縮期血圧160以上者が一定数おり、そのうち、医療機関未受診者が約6割存在した。 

（課題３）非肥満 

生活習慣病発症ケースとして、肥満者だけでなく、非肥満者（ＢＭＩ25未満）も注目される。 

非肥満者かつ高血圧者（収縮期血圧140以上）が一定数存在した。 

（課題４）肥満 

将来医療費予測では、医療費増加に大きな影響を与える要因として、肥満（ＢＭＩ≧25）が挙げられたが、 

当組合加入者では、40～50代に肥満者が多いことがわかった。 

 

保険者の概要 

事例7 保健指導対象者以外（含予備群）への発症・ 
重症化予防の取組 

（ジブラルタ健康保険組合） 

取組の概要 

分析について 

※平成30年10月時点  
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（1） 特定保健指導の対象者以外への重症化予防事業の実施 

健診結果とレセプト情報より、特定保健指導の対象者以外に年齢に制限を設けず以下のメニューにて 

指導を実施。健保組合の管理栄養士または指導委託業者が、面談・電話等による指導を行っている。 

 

①高血圧または糖尿病の未治療者及び治療中断者への受診勧奨 

②高血圧または糖尿病の治療をしているにも関わらず、検査数値が調整できていない者への重症化予防

指導 

③重複頻回受診者に対する問題受診是正指導 

 

【特定保健指導以外の保健指導】 

区分 事業内容 対象者定義 指導内容 

糖尿病対策事業 

糖尿病未治療受診勧奨 

HbA1c7.0以上 or 

空腹時血糖130以上 

かつレセプトなし 

電話２回 

糖尿病重症化予防 

（ヘビー） 

HbA1c8.0以上 or 

空腹時血糖160以上 

かつレセプトあり  

尿蛋白あり 

面談3回 

電話4回 

情報提供5回 

糖尿病重症化予防 

（ライト） 

HbA1c8.0以上 or 

空腹時血糖160以上 

かつレセプトあり  

尿蛋白なし 

面談2回 

循環器系・生活習慣病 

対策事業 

高血圧未治療受診勧奨 

収縮期血圧160以上又は 

拡張期血圧100以上かつ 

レセプトなし 

電話２回 

循環器重症化予防 

収縮期血圧180以上又は 

拡張期血圧110以上かつ 

レセプトあり 

面談1回 

電話1回 

問題受診 重複頻回受診是正 

重複頻回受診 

15日以上／月 

（6ヶ月以上継続） 

訪問1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 

○委託先の指導業者から、月１回面談実施状況等進捗の報告を受けることとし、課題があれば迅速

に対応する。 

○医療機関への受診勧奨は、当初、指導業者に委託していたが、より効果を高めるため健保内の管

理栄養士による電話勧奨に切り替えた。 

 

取組について  
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（2） 非肥満かつ健診結果数値が一定基準以上の方への冊子配布 

非肥満かつ健診結果（血圧・血糖・脂質）で特定保健指導基準値以上の項目が1つでもある被保険者に対

し、健診結果をわかりやすく「見える化」するとともに、個々の結果にあった対策なども掲載した情報提供冊子

を配布した。飲酒量が多く肝機能数値が悪い被保険者などに対しても、冊子を配布している。 

 

＜冊子（マイヘルスレポート）＞ 
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（3） ダイエットキャンペーンなど生活習慣改善意識のきっかけを提供 

①プチ・ダイエットキャンペーン 

キャンペーン期間中に週1回必ず体重を入力することでポイントを付与し、ポイントをすべて獲得した人

には健康奨励賞を進呈する。 

 

②健康づくり推進キャンペーン 

健診の早期受診およびウォーキング（または禁煙）に取り組み、結果を毎日入力し１週間ごとにポイント

を付与。 「キャンペーン終了までに健診予約完了」かつ「ウォーキング（または禁煙）に取り組んだ結果を

毎日入力できた者」に健康奨励賞を進呈する。 
 

※2018年度から、参加者自身が複数のコースから目標を選択し、一定期間生活習慣の改善に取り組

む「マイヘルスアップキャンペーン」に変更した。 
 
【キャンペーン登録人数】 

実施年度 「プチ・ダイエットキャンペーン」 「健康づくり推進キャンペーン」 合計 

2014年度 884人 286人 1,170人 

2015年度 726人 574人 1,300人 

2016年度 638人 526人 1,164人 

2017年度 914人 585人 1,499人 

累計 3,162人 1,971人 5,133人 
 

≪特に工夫した点≫ 

○冊子を初めて作成・利用した際は、内容について業者と綿密に打ち合わせを行い、少しでも印象に 

残るものにした。（現在では、企画内容は標準化されている）  

○送り状は、健康保険組合理事長と事業主所管部門長の連名にしている。 
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(1) （1）特定保健指導の対象者以外への重症化予防事業の実施 

医療機関に通院しているにもかかわらず血圧またはＨｂＡ1ｃがコントロールできていない人への重症化予

防については、初回面談辞退率が高い。既に通院しているため、保健指導の意義が理解されにくいものと

思われる。 

 

(2) 非肥満かつ健診結果数値が悪い方への冊子配布 

同じ業者に作成依頼しているため、冊子の内容が固定化されてしまい、新鮮味がなくなる懸念がある。 

 

(3)ダイエットキャンペーンなど生活習慣改善意識のきっかけを提供 

①のプチ・ダイエットキャンペーンは、2017年度、男女ともに体重が－0.1kg～－2kg未満減少した層が 

多かった。 

取組の効果と課題  

≪特に工夫した点≫ 

○事業主に協力を仰ぎ、社内掲示板や所属長宛メール等によりキャンペーン参加促進を行った。 

○健保組合から、加入者へのメルマガ発信や「健康サポーター」（健保組合の活動に協力的な被保

険者）への協力要請を行った。 

○日記を入力し、参加者同士で閲覧することができ、かつ「いいね！」機能により励ましあう仕組み

を導入した。 
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②の健康づくり推進キャンペーンのうち、ウォーキングについては、2017年度、参加者の約35％が一日も

欠かさずにウォーキングに取り組み、かつ、歩数入力を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、①②の取組ともに、事業所全体のヘルスリテラシー向上につなげるため、参加率10％超を目指して

いるが、なかなか難しい状況にある。健康にまったく興味のない層には、キャンペーンは訴求しにくいことが

課題である。  

 

 

 
 
「データヘルス計画」策定を契機として、上記をはじめとした数多くの事業を手掛けたが、一人当たり医療費

や、生活習慣病に係る健診結果数値の推移等を、健保連平均と比較したところ、「経年で改善している」または

「悪化していても健保連平均の悪化率より低い」ケースが大半となり、「第一期データヘルス計画」については一

定の事業効果は見られた。 

なお、施策を実施してみて、単年度の「施策効果」として数値に表れにくい影響も存在すると感じた。 

例えば健康キャンペーンなどは、参加人数は想定より増加していないが、チラシを目にする機会や参加者か

らの伝聞などにより参加していない人へのＰＲ効果もあると思われる。 

また、重症化予防事業に関しても、保健指導を結果的に辞退してしまった人に対して心理的な影響だけは与

えていると思われる。 

単年度の成果を追跡して分析し、ＰＤＣＡサイクルを回して施策の取捨選択を行う一方、継続することで健康

を意識する風土作りを少しずつ醸成することも重要であると感じている。 

  

取組を踏まえた今後の展望 
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事例8   パッケージ工業健康保険組合 

 
 
 

 

保険者名 パッケージ工業健康保険組合 保険者種別 健康保険組合（総合） 

被保険者数 13,888人（40～74歳：8,651人 平均年齢：44歳） 

被扶養者数 9,365人（40～74歳：2,587人 平均年齢：25歳） 

業種・業態 紙器や段ボール等の製造・販売 

職種 ― 

事業所数 
495 （0人事業所を除くと474） 

関東甲信越を中心に全国に点在。52.7％は9人以下の事業所 

 

 

（1）糖尿病重症化予防に関する個人宛通知文（糖尿病進行の恐ろしさを伝えるパンフレットを含む）の送付 

（2）事業所宛案内文の送付 

（3）面談時の工夫 

 

 

【背景】 

特定保健指導開始 (平成20年4月）と同時にハイリスク者（HbA1cや血圧が非常に高い未治療者）が多数

いることが判明した。 

毎月の高額医療費上位30位に該当する者を分析した結果、健康診断未受診の者が多く、健診受診者の中

では、経年的に健診結果を確認したところ、10年ないし20年以上も前からグレーゾーンでリスクが多く、特定

保健指導対象に値する者であったことが判明した。 

また、平成26年度データヘルス計画作成に係る国のモデル事業に参画し、データ分析を実施した結果、 

循環器系の疾患・悪性新生物の医療費が上位を占めており、取組を推進すれば減少できることが分かっ

た。 

 

【分析の内容】 

レセプトと健診データを突合した。 

分析の結果、以下の課題が抽出された。 

 

① １人当たり医療費は加齢とともに増加し、65歳以上から顕著となる。 

② 生活習慣病は糖尿病を併発すると医療費が高くなる。特に高血圧と糖尿病の併発が顕著に高い。 

③ 特定健康診査受診者の将来医療費予測分析では、合計医療費及び1人当たり平均医療費は年々 

減少する。 

④ 糖尿病（341人）・高血圧（352人）の医療機関受診状況は、下記のとおりである。 

【糖尿病】未治療者（46.3％）、治療管理者（53.7％）  

【高血圧】未治療者（76.4％）、治療管理者（23.6％） 

⑤ 特定健康診査の問診票から導いた生活習慣改善についての意思は、下記のとおりである。 

【糖尿病】意思なし（76％） 【高血圧】意思なし（79.2％） 

⑥ 肥満の有無で比較した各年代の総医療費の平均は、約10歳の隔りがあり、医療費への影響が 

大きい。 

 

 

 

保険者の概要 ※平成30年3月末時点  

事例8  糖尿病重症化予防に関する個人宛通知文の送付／ 
事業所宛案内文の送付／面談時の工夫 

（パッケージ工業健康保険組合） 

 

取組の概要 

分析について 
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対象者（被扶養者も含む）の選定 

【糖尿病】HbA1c6.5％以上（NGSP値） 

【高血圧】収縮期血圧160mmHg以上、または拡張期血圧100mmHg以上 

 

取組内容 

（1）糖尿病重症化予防に関する個人宛通知文（糖尿病進行の恐ろしさを伝えるパンフレットを含む）の送付 

通知文には、糖尿病重症化予防に関する基本的知識・数値の意味・受診を促すポイント・改善点に関する

アドバイスを記載。 

また、併せて『糖尿病が進行した際の恐ろしさ』を伝えるパンフレットを同封する。 

さらに、HbA1c7.4%以上の対象者には、近隣の専門医リストを同封する。 

 

＜通知文＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組について 
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＜通知文と一緒に送付するパンフレット＞ 
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（2）事業所宛案内文の送付 

    案内文及び対象者名簿等を事業所へ送付し、協力してもらうように依頼。対象者名簿に関しては、 

個人情報保護等の観点から、事業主及び担当者のみが確認出来るようにした。 

 

<事業所宛案内文 鑑文書> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 

○個人宛に発送していたが、事業所経由で必ず対象者本人に渡るように工夫した。 

（平成29年度より実施） 

○文書の書き方について、一目見て内容が伝わるように、レイアウト等に配慮した。 

（平成30年度より実施） 

○文書には、個人の立ち位置を知らせるように工夫した。 

・糖尿病治療ガイドラインにおけるコントロール指標（2012）の判断基準と照らし合わせて、 

「あなたの数値はココ」と、現状を認識してもらう。 

・下記の4つの区分で表記した。 

①生活改善で予防が十分可能 ②生活改善と服薬で予防が可能 ③予防が困難な数値 

④かなり危険域（ブラックゾーン） 

○日常で実行してもらいたいことを追記した。 

①あなたにお奨めの改善事項です！（マーカーのところを意識的に実行してください！等） 

②生活リズムの図（1日の血糖値の変化イメージ図を示し、規則正しい生活リズムを送ること 

の重要性等） 

③糖尿病以外の結果で気になるところも記入し、全体把握に努めることの奨め等 
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<事業所宛案内文 中身> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 

健保組合の実状や各分析結果等を説明した。 

説明した内容は下記のとおりである。 

①健康診断は受診することで医療費の削減につながることが証明されていること。 

（他の健保と比較して1人当たりの医療費が悪性新生物と循環器系疾患で高くなっている等） 

②悪性新生物は、早期に発見し、治療すれば医療費は半分以下に減らせること。また、抗がん剤

や入退院の繰り返しが医療費を高くしていること。さらに、循環器系疾患の患者数は、肥満を改

善して高血圧や糖尿病の悪化を防げば、必ず減らせること。 

③健康診断100％受診の達成には事業所の協力が不可欠であること。 

（特定健康診断は循環器系疾患のリスク予防に重要な健康診断であること／がん検診は、がん

の早期発見のために重要な検診であること／健診・検診は受診しなければ意味がない等） 
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（3）保健指導の介入方法 

○事業所訪問を効率よくするため、特定保健指導と糖尿病重症化予防対象者を同時に実施するようにした。 

○面談時は個人の状況を理解させるためのシートを使用し、理解を促した。 

（厚労省の特定保健指導における学習教材集今までの経過A-7を改変した） 

○6ヶ月間メール等でのフォローを実施 

・受診したかどうかの確認は、面談者については電話にて直接確認を行った。 

・その他の面談をしていない人については、レセプトの確認や次年度の問診票にて受診をしたかどうかの 

確認を行った。 

・時期をあけて、受診継続の状況についてアンケートを実施した。 

 

＜個人の状況を理解させるためのシート＞ 
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【効果】 

①平成22年度事業対象者について、平成26年度までの間追跡し状況を把握した結果、以下のことが分かっ

た。 

（平成22年度～平成26年度追跡対象者： 84人） 

  平成23年度の結果 

【治療服薬開始】 治療につながり服薬を開始した人            19.0％ 

【結果改善】    治療又は指導の結果数値が改善した人        14.3％ 

【再度対象】    治療につながらない、又は数値が改善されない人  52.4％ 
 

さらに、対象者について実施後4年間の状況を把握したところ、4年後に約半数（45.2％）は服薬治療して

経過観察中であり、その内、10％は結果改善し現在に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②平成25年度に重症化予防案内者（高血圧183人・糖尿病93人／重複者11人）へのアンケートを実施したと

ころ、下記の結果であることが判明した。≪回答率24.5％（65人）≫ 
 

【健診結果から現状を理解し、受診したか】 
受診した 61.5％ 放置した 27.7％ 

（【放置理由】支障がない 44.4％、緊急性がない 38.9％、時間がない 11.1％） 
 
【健康状態について、問題があると感じているか】 

やや問題ありと感じている 56.9％、ほぼ問題ないと感じている 33.8％ 
 

【受診のきっかけについて】 
健診結果をもらった時 58.6％、家族・同僚・上司等助言があった時 25.8％、 
毎年言われていたから 15.5％ 

 
【受診後の行動について】 

服薬治療開始 38.5％、生活改善 24.6％ 
 

【自分なりに努力していることについて】 
食事 46.2％、減量 29.2％、今までより運動量を増やした 21.5％ 

※主な回答及び重複回答も記載しているため、合計値が100％ではない場合あり 
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③平成29年度の糖尿病対象者（142人）の前年度健診状況を確認したところ、下記の結果であることが判明した。 

【リピート対象】45.1％  

【前年度特定保健指導対象者】12.7％  

【過去健診未受診者】7.0％ 

【中途採用者新規受診者】13.4％  

【40歳年齢到達者】2.8％ 
 

※糖尿病対象者は年々減少しているが、増減を繰り返している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○事業所との連携については、小規模事業所が多く一律に協力を得るのは難しく、また、事業所によって健
康への意識の違いも大きいことから保健事業の理解を得るのは難しい面がある。「健康経営」や「健康企
業宣言」等の必要性を事業主へ伝えることが、今後の理解に役立つのではないかと考える。 

 
○依然として健診受診率が低いことが課題である。健診受診率向上に力を入れ、重症化予防事業の効果を
適切に評価することが重要であると考える。 

 
○HbA1c8.4%以上、収縮期血圧180mmHg以上、拡張期血圧110mmHg以上の対象者がいる事業所には電話
連絡によって重症化予防事業への理解を得て、早めに受診してもらうよう事業主に促すことが重要である。 

 
○公表されている「健康スコアリング」を用いて、自健保と他健保の比較や、全国規模との相違等を事業所へ
発信し、健保と事業所の関係を保つことが重要である。 

 

 

Ⅲ度高血圧・重度糖尿病については、すぐに医療治療を開始すれば脳梗塞発症後のリハビリ等期間を減ら

せることから、医療費削減に繋がると考えている。また、重症度の高い糖尿病性腎症の予防事業だけに重点を

おくのではなく、それ以前の状況にある対象者に対し、放置せず治療を受けるよう勧めることも、医療費削減に

繋がると考える。 

医療機関への受診勧奨については、健診受診後2～3ヶ月以内に行うことが有効であることから、継続して実

施していきたい。 

また、特定保健指導対象者でハイリスク値受診勧奨者へのアプローチは、個人にあった方法で実施すること

が理想ではあるが時間がかかるため、効果を早期に出すためにはハイリスク者のさらなる絞り込みが必要であ

る。 

重症化予防事業については、放置群を拾うことも目標としていることから、次回の健診までに行えることの提

案も継続して実施していきたい。 

さらに、今後は若年者の指導について検討しており、東振協で受診した対象者の結果（35歳時のBMI・血圧・

HbA1cの結果等を確認）を用いて、特定保健指導・重症化予防指導と併せて実施できる体制を検討している。 

  

取組を踏まえた今後の展望 
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事例9   練馬区 

 

 
 

 

保険者名 練馬区 保険者種別 区市町村国保 

被保険者数 155,232人（40～74歳：107,497人 平均年齢：48.6歳） 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 

(1) 有病者への医療機関受診勧奨 

(2) 面談等による個別支援（保健指導） 

 

 

【分析の内容】 

第二期データヘルス計画策定にあたり、国民健康保険の持続可能な運営のため、国保保険者としての基本

的な責務である「国保医療費の適正化」「QOLの維持向上」とともに「健康意識の改革・改善」を全体のねらいと

し、KDBシステム（国保データベースシステム）を活用して、効果的・効率的に進めることとした。分析は大きく分

けて7分野（保険者・被保険者の特性、医療費(全体)、医療費（疾病別）、生活習慣病関係医療費、特定健診・特

定保健指導、その他の健診・検診、健康意識等）について行った。また、可能な限り同規模保険者平均・都平

均・全国平均との比較および経年変化の傾向把握にも留意した。 
 

分析の結果、生活習慣病関係医療費の抑制が課題であることが判明した。 
 
○糖尿病は、高血圧症や脂質異常症に比べ、患者一人当たりの医療費が２倍以上高く、患者数の割合も増

加している。 

              （一人当たり医療費）                （被保険者に占める割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○患者千人当たりの糖尿病性腎症および糖尿病の合併症による人工透析患者の割合が他保険者と比較し

て高い。 

 

 

 

○糖尿病連携手帳の活用が進んでいないことも課題である。 

保険者の概要 ※平成30年3月時点  

取組の概要 

分析について 

事例9  有病者への医療機関受診勧奨／ 
面談等による個別支援（保健指導） 

（練馬区） 
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データ分析により把握した課題に対する取組の一つとして、第二期データヘルス計画では「糖尿病対策の強
化」を位置付け、国および都のプログラムに沿って、(1)有病者への医療機関受診勧奨と(2)面談等による個別支
援（保健指導）の糖尿病重症化予防事業を実施している。 
 

(1)有病者への医療機関受診勧奨 

当該年度の特定健診結果を基に、糖尿病性腎症のリスクが高い方（※）のうち、医療機関での受診が確認
できない方、治療を中断した方を抽出し、文書・電話により勧奨している。平成29年度は、受診勧奨の結果約
７割の方が受診を開始している。 

 

（※）【対象】下記の①から③の全てに該当する者。  

  ① HbA1c6.5%以上  

  ② eGFR30 ml/分/1.73㎡以上60ml/分/1.73㎡未満 

  ③ 尿蛋白（±）以上 

 

＜糖尿病重症化予防受診勧奨リーフレット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組について 



第２章 取組の内容 

66 

(2)面談等による個別支援（保健指導） 

糖尿病治療中で、腎性病期がⅢ期の方を対象として、６か月間、糖尿病に特化した食事・運動などの生活

習慣の改善等に関する支援（自宅での個別面談、電話支援、手紙支援）を行っている。 

 

＜糖尿病重症化予防保健指導リーフレット＞ 
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【効果】 

取組の結果、年々、効果が上がっている。 
 
＜医療機関受診勧奨実施者のうち、治療を開始した人の割合＞ 

26年度（取組開始）：42%  27年度：78.3％ 28年度：75.0％ 29年度：73.3％ 

＜面談等による個別支援（保健指導）利用者のうち、新たに人工透析を開始した人の割合＞ 

26年度（取組開始）：0%  27年度：0％ 28年度：0％ 29年度：0％ 

＜糖尿病性腎症による人工透析患者数＞ 

26年度（取組開始）：274人 27年度：275人 28年度：267人 29年度：262人 

 

【課題】 

(2)面談等による個別支援（保健指導）の利用者数が伸び悩んでいる。年間の利用者数の目標人数を20名と

しているが、目標人数に達していない。利用者を増やしていくためには、主治医の先生に糖尿病患者への対応

の一つとして糖尿病重症化予防事業を認識してもらえるよう、医師会との連携を図っていかなければならな

い。 

また、糖尿病重症化予防事業については、短期的に評価することが難しい。 

 

 

本事業の成否は、医師や専門職の方に効果的な事業であると思ってもらうことが不可欠である。このため、ま

ずは国保部門の担当事務職員自身が糖尿病のリテラシーを高め、事業の企画、関係者間の調整やデータの利

活用等において、中心的な役割を担えるように資質を向上することも必要である。 

  

≪特に工夫した点≫ 
 
○対象者の把握について 
糖尿病重症化予防業務は事業者に委託しているが、対象者抽出や案内通知の発送等は、区側で

行っているため、糖尿病のハイリスク者の検査結果値の傾向、受診行動等を的確に把握することが
できている。 
また、受診勧奨の通知を発送する際には、糖尿病について詳しく説明したリーフレット、過去3年間

の検査結果値の推移や練馬区糖尿病連携医療機関マップ、厚生労働省のパンフレットを同封するこ
とにより、手紙だけでも受診勧奨の効果が高くなるよう工夫している。 

 
○健康部門との連携について 
専門職（健康部門の保健師・管理栄養士）と連携して事業を実施している。 
通常業務において緊密なコミュニケーションを図るようにしているほか、特に、「対象者抽出・教材

（帳票）・支援結果報告・事後評価」は、専門職の助言が必要不可欠であるため、委託事業者との打
ち合わせにも参加してもらっている。 

 
○医師会との連携について 
本事業の実施にあたっては、医師会役員会での説明をはじめ、糖尿病専門医（練馬区糖尿病医

療連携検討専門部会）への個別説明、医療関係者向けの講演会や説明会でのPR等を積極的に
行っている。 
また、「面談等による個別支援（保健指導）」の実施の際には、「糖尿病重症化予防プログラム保健

指導指示書」により、サービスの利用可否を含め、主治医から指示を受けている。 

取組の効果と課題 

取組を踏まえた今後の展望 
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事例10   品川区 

 
 
 
 
 
 
 

保険者名 品川区 保険者種別 区市町村国保 

被保険者数 76,823人（40～74歳：54,369人） 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 

（1）生活習慣病重症化予防事業 

（2）リスク者への医療機関受診勧奨 

（3）健診年齢スコア等の送付 

（4）禁煙教室  

 

 

【分析の内容】 

品川区第二期国保基本健診等実施計画・第一期データヘルス計画の策定にあたり、平成27年度に保健事

業の戦略の立案のために、1年間のレセプトデータと3年間の健診データの個別解析・突合解析を実施した。 

また、平成30年度から平成35年度までの6年間を計画期間とする第三期国保基本健診等実施計画・第二期

データヘルス計画策定時にも分析を実施している。 
 

分析の結果、以下の課題が抽出された。 
 
○健診結果が要医療であっても治療していない人が一定程度いるため、治療が必要な人が早期に確実に 

治療につながるように、個人の状況に合わせた医療受診勧奨が必要である。 

○健診の結果、保健指導の必要性や自身の健康状態をわかりやすく伝えられるツールが必要である。 

○治療中の人の中で、コントロール不良の人への、重症化予防対策が必要である。 
 

 ＜リスク保有者の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険者の概要 

事例10 主治医と連携した生活習慣病の重症化予防事業 
の取組 

（品川区） 

※平成30年9月末時点  

取組の概要 

分析について 
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○健診受診者の喫煙率は減少傾向にあるが、全国平均・東京都平均と比べると上回っており、喫煙者対策が

必要である。 
 
  ＜喫煙者の割合・他保険者との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（1）生活習慣病重症化予防事業 

生活習慣病で治療中の方を対象に、重症化予防のため主治医と連携して専門職が個別面談を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組について 
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 ＜対象者等＞ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）リスク者への医療機関受診勧奨 

高血圧、高血糖、高脂質、腎リスクがあり、かつ医療機関に受診していない人について、次の対応を実施。 

①要医療通知 

【内容】 基準に該当する人に対し、要医療通知を作成して個別に郵送 

【基準】 収縮期血圧160以上 または拡張期血圧100以上 

空腹時血糖130以上 またはHbA1c7.0以上 

中性脂肪300以上 

※いずれかの基準に該当する人 

 

②要医療電話 

【内容】 基準に該当する人（緊急度が高い人）に対し、保健師が電話による受診支援を実施 

【基準】 収縮期血圧180以上 または拡張期血圧110以上 

空腹時血糖200以上 またはHbA1c8.0以上 

※いずれかの基準に該当する人 

 

 

（3）健診年齢スコア等の送付 

特定保健指導対象者および特定保健指導対象外の肥満者（BMI25以上）の人を対象に、以下の内容を 

個別送付。 

① 健診年齢スコア（過去3年間の健診データを分析し作成） 

② 健診結果（肥満／血糖／血圧／肝機能／脂質異常）から予測されるカラダ天気予報 

③ 前年の健診結果から必要な生活改善項目や減量目標を記載した健診前チャレンジシート 

 

 

（4）禁煙教室 （平成30年度開始） 

健診から喫煙ありと回答した人へ、個別通知を発送して利用勧奨を図る。 

肺年齢測定等を取り入れたセミナー形式の教室を開催。 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 

○地区医師会の主治医との連携を保つことを重要視して進めている。 

○対象となる人への本事業の利用勧奨を行う前に、主治医の承諾を得ることを前提とし、主治医の 

承諾を得られた人のみに勧奨を実施している。 
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【効果】 

今後、詳細な実施評価を行う予定である。 

 

【課題】 

○特定健診・特定保健指導の実施率が伸び悩んでおり、受診者・利用者の拡大が課題。 

○主治医と連携した「生活習慣病重症化予防事業（個別面談）」の実施については、事業周知につとめ、事業 

利用勧奨の了解を得られるケースを増やしていく必要がある。 

 

 

平成31年度以降も、事業の効果分析結果を活用し、引き続き実施していく予定。 

 

 

 

  

取組の効果と課題 

取組を踏まえた今後の展望 
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事例11   東京都市町村職員共済組合 

 

 

 

保険者名 東京都市町村職員共済組合 保険者種別 共済組合 

被保険者数 28,434人（40～74歳：16,021人 平均年齢：42歳） 

被扶養者数 21,337人（40～74歳： 4,334人 平均年齢：21歳） 

業種・業態 地方公務員 

職種 一般事務、医師、看護師、保健師等 

事業所数 70 

 

 

(1) 人工透析予防事業 

(2) 生活習慣病重症化予防事業 

 

 

【背景】 

データヘルス計画策定が義務付けられたことにより、平成27年度から分析を始めた。 

 

【分析の内容】 

使用データは特定健康診査結果・レセプトデータで、業者に委託して実施した。 

 

分析の結果、以下の課題が抽出された。 

 

○人口透析リスク者の抑制 

○生活習慣病高リスク者の抑制 

○被扶養者の特定健康診査の受診率向上、特定保健指導の実施率向上 

○若年層の肥満リスク保有者の抑制 

○歯科医療費の適正化 

 

 

 

 

 

 

(1)人工透析予防事業 （平成28年度から実施） 

【対象者】特定健康診査受診者のうち、人工透析リスクが高い者 

尿蛋白陽性かつ血圧・血糖とも以下の基準値を超えている者 

・血圧 収縮期血圧140以上又は拡張期血圧90以上 

・血糖 空腹時血糖126以上又はHbA1c6.5以上 

 

【内容】未受診者には、受診勧奨通知を送付し、生活習慣に関するアンケートに回答いただいた人には、 

電話保健指導を実施。既受診者には、適切な医療機関への受診、服薬等に関する情報を提供。 

 

 

 

保険者の概要    ※平成30年11月時点   

事例11 人工透析予防事業／生活習慣病重症化予防事業 
（東京都市町村職員共済組合） 

取組の概要 

分析について 

取組について 
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＜未受診者用受診勧奨通知＞ 
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＜既受診者用通知＞ 
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(2)生活習慣病重症化予防事業 （平成28年度から実施） 

【対象者】特定健康診査受診者のうち、血圧、血糖、脂質のリスクが高危険域にある者 

以下のいずれかに該当する者 

・血圧 収縮期血圧180以上又は拡張期血圧110以上 

・血糖 空腹時血糖200以上又はHbA1c8.0以上 

・脂質 中性脂肪1,000以上 

 

【内容】未受診者には、受診勧奨通知を送付し、生活習慣に関するアンケートに回答いただいた人には、 

電話保健指導を実施。既受診者には、適切な医療機関への受診、服薬等に関する情報を提供。 

（平成29年度まで実施。通知については73～74ページ参照） 

なお、平成30年度からは冊子を送付している。 

 

＜冊子＞※内容を一部抜粋 
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その他平成30年度から実施した新規事業や事業の見直し 

  

 ○被扶養者への特定健康診査受診率向上策、特定保健指導の実施率向上策 

・特定健康診査を受診する被扶養者に対してインセンティブを付与することにより、特定健康診査受診率

向上策を強化する。 

・特定保健指導について、平成30年度から実施可能となった初回面談の分割実施に対応できる事業者と

より連携を深めることにより、実施率向上を図る。 

 

 ○若年層向け健康増進事業 

【対象者】40歳未満の者で現在又は近い将来に肥満リスク保有が疑われる人（組合員） 

【内容】所属所に栄養指導実施事業者を派遣して、若年層に対する栄養指導を実施する。 

 

 ○歯科保健事業 

【対象者】組合員 

【内容】所属所と連携して、組合員に対する歯科検診を実施する。 

 

 

 

【効果】 

効果測定は、平成30年度末までに行う予定である。 

 

【課題】 

受診勧奨通知を実施しているものの、電話保健指導に進展するケースが少ないことや、受診勧奨に対して実

際に医療機関へ通院しないケースに対して、どのように対応するかが課題である。 

 

 

取組の実施だけでなく、健康課題を解決するための実効性を伴わせることが重要だと考えている。そのため

には、所属所とのコラボヘルスを推進することにより、保険者と所属所が一体となって保健事業を実施していくこ

とが重要であるため、今後はコラボヘルスの推進に向けて注力していきたいと考えている。 

 

  

取組の効果と課題 

取組を踏まえた今後の展望 
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事例12   東京薬業健康保険組合 

 
 
 
 

 

保険者名 東京薬業健康保険組合 保険者種別 健康保険組合（総合） 

被保険者数 250,858人（40～74歳：147,563人 平均年齢：43歳） 

被扶養者数 196,501人（40～74歳： 53,767人 平均年齢：25歳） 

業種・業態 
医薬品、化学薬品、医療機器、介護機器・用品、衛生材料の製造又は卸販売、小売及び開

発・販売に関する受託業を主たる業とする事業所 

職種 ― 

事業所数 1,501 

 

 

「健診状況及び医療費状況」、「薬業健保ヘルスケアレポート」において、問診票項目（喫煙・飲酒・体重・食生

活・睡眠・運動関連の8項目）から把握した各事業所ごとの状況等について、情報を提供。 

 

 

【背景】 

生活習慣におけるリスクを一つでも減らすことが、生活習慣病の予防・改善につながると考え、平成29年度の

総合健診における40歳以上の方の問診データに基づき、事業所における社員の「生活習慣の傾向」について、

組合平均及び業態平均と比較したデータを提供することにより、社内の健康管理への取組に役立ててもらおう

と考えた。 

 

【分析の内容】 

事業所における社員の健康管理に係る取組をサポートするため、各事業所に対し、健診状況や医療費状

況、生活習慣の傾向等に係るデータを抽出し提供・説明する事業を実施している（「健診状況及び医療費状

況」、「薬業健保ヘルスケアレポート」）。 

この中で、特定健康診査の問診票のデータ（40歳以上）を集計・分析し、生活習慣病との関連で特にリスク要

因であると考えられる項目（喫煙・飲酒・睡眠・体重・食生活・運動関連の8項目）について、組合平均及び業態

平均との比較を行った。 
 

分析の結果、以下の課題が抽出された。 
 

職種（事務・営業・工場など）によって、生活習慣の傾向は様々であることがわかった。 

事業所の傾向や特徴等についてデータを基に意見交換を行った結果、以下のような職種による健康課題の

違いが顕著であった。 

（例） 営業職の方は、車移動が多く、運動不足に加えて食生活が不規則になっていた。   

工場勤務者の方は、運動習慣はあるものの、喫煙率が高かった。 

 

  

事例12 事業所における健康管理の取組をサポート 
（東京薬業健康保険組合） 

保険者の概要 ※平成30年11月時点  

取組の概要 

分析について 
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①「健診状況及び医療費状況」での情報提供 

問診票項目（喫煙・飲酒・体重・食生活・睡眠・運動関連の8項目）から把握した各事業所ごとの状況につい

て、「健診状況及び医療費状況」に円グラフ形式で掲載し、毎年情報を提供している。 

 

   【事業開始年度】平成15年 

【対象】被保険者数30名以上の事業所（約860事業所）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組について 
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②「薬業健保ヘルスケアレポート」での情報提供 

問診票項目（喫煙・飲酒・体重・食生活・睡眠・運動関連の8項目）から把握した各事業所の状況をレーダー

チャート形式で業態平均・組合平均と比較出来るように表記した「薬業健保ヘルスケアレポート」を作成し、事

業所へ訪問して現状説明や健康管理上の提案を行い、職種（事務・営業、工場）別のレポートも作成して生活

習慣における傾向の違いについても説明している。 

 

【事業開始年度】平成30年 （平成29年度試行） 

【対象】健康企業宣言実施事業所、事業所訪問保健指導実施事業所（生活習慣病での有所見率が組合 

平均を上回っている事業所）、その他希望する事業所 

（平成29年度5事業所、平成30年度23事業所） 

 

＜事務・営業職についてのレポート例＞                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜工場勤務者についてのレポート例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

≪特に工夫した点≫ 

○事業化にあたり、実際に協力を得た事業所担当者を訪問のうえ、データの見せ方等について意

見交換を行った。 

○健康管理上の提案をする際は、職種別（事務・営業、工場）に肥満対策や禁煙対策、食生活改善

等についてのアドバイスを行っている。 
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提案した保健事業をもとに、各事業所において「全社禁煙」に向けた取組やヘルスメーターの設置、組合で実

施している「WEBウォーキング大会」への参加等、事業所で実施可能な取組を行っているとのことである。 

今後は、経年での変化を把握し、事業所における社員の健康管理の取組をさらにサポートしていくこととして

いる。 

 

 

現在、各事業所における特定健診時の問診データについて、組合平均及び業態平均との比較で抽出してい

るが、今後は、厚生労働省等のデータを参考に、健康上の標準値や目標とすべき数値との比較が行えるよう、

仕様等について検討していきたい。 

また、各事業所における健康管理の取組について、その成果を事業所が実感できるよう、データについては 

5年分程度掲載出来るよう検討していきたい。（現在3年分まで掲載している） 

 

 

 

  

取組の効果と課題 

取組を踏まえた今後の展望 
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２．後発医薬品の使用促進 

 

 

 

  事例１ 薬局向けジェネリック処方割合通知／加入者向け軽減見込み額通知 

       （全国健康保険協会 東京支部） 

 

 

  

２．後発医薬品の使用促進 



第２章 取組の内容 

84 

 

事例1   全国健康保険協会東京支部 

 

 

 

 

保険者名 全国健康保険協会 東京支部 保険者種別 協会けんぽ 

被保険者数 3,057,436人（40～74歳：1,810,290人 平均年齢：44歳） 

被扶養者数 1,696,063人（40～74歳： 492,086人 平均年齢：27歳） 

業種・業態 全て（健康保険組合/国民健康保険組合/共済組合の加入事業所以外が加入） 

職種 全て（健康保険組合/国民健康保険組合/共済組合の加入事業所以外が加入） 

事業所数 337,483 

 

 

（1）「自局のジェネリック医薬品処方割合を記載したお知らせ」の送付（保険薬局）（支部独自） 

（2）「ジェネリック医薬品への切り替えによる軽減見込み額を記載したお知らせ」（加入者） 

（全支部共通） 

 

 

【背景】 

全国健康保険協会では、ジェネリック医薬品の普及・使用促進のため、加入者に「ジェネリック医薬品希望

シール」の配布や、「ジェネリック医薬品軽減額通知」の送付を行うなど、国の数量シェア目標である「平成29年

度に70％以上とするとともに、平成32年9月までに80％以上」の達成に向けて取り組んでいる。協会全体での

ジェネリック医薬品の使用割合は70.1％（平成29年7月診療分）であり、国の中間目標を達成するとともに、最終

目標の達成に向けて取り組んでいる。 
 

【分析の内容】 

○中央社会保険医療協議会（中医協）が実施した「平成26年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平

成27年度調査）」によると、患者がジェネリック医薬品に変更したきっかけは「薬剤師からの説明」が67.8％と

最も多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○薬局へのアプローチを検討するため、協会けんぽ加入者の調剤データをもとに、東京都内の分布を把握し

た。その結果、薬局ごとのバラツキが大きいことが判明した。 
  

患者が先発医薬品からジェネリック医薬品に変更したきっかけ（今までに先発医薬品からジェネリック医薬品に変更した

薬がある人、全年齢、単数回答） 

　

67.8%

8.8%

4.2%

3.4%

2.0%

1.3%

1.2%

6.6%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80%

薬剤師からの説明

医師からの説明

家族・知人等からのすすめ

健康保険組合等の保険者からのお知らせを受け取って

ジェネリック医薬品軽減額通知を受け取って

薬剤情報提供文書を受け取って

ジェネリック医薬品希望カードを受け取って

その他

無回答

患者が先発医薬品からジェネリック医薬品に変更したきっかけ
（今までに先発医薬品からジェネリック医薬品に変更した薬がある人、全年齢、単数回答）

薬剤師からの説明

n = 593

分析について 

取組の概要 

 

事例１ 薬局向けジェネリック処方割合通知／ 
加入者向け軽減見込み額通知 

（全国健康保険協会 東京支部） 

※平成30年6月時点  保険者の概要    
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（1）「自局のジェネリック医薬品処方割合を記載したお知らせ」の送付（保険薬局） 

（東京支部独自の取組） 
 

都内の保険薬局に各薬局のジェネリック医薬品使用割合や、地域内での立ち位置を「見える化」した

＜①「自局のジェネリック医薬品処方割合を記載したお知らせ」＞と＜②薬効分類別【売れ筋ジェネリック

医薬品】Best3（厚生労働省NDBオープンデータをもとに作成）＞を送付している。 

（平成28年度：取組開始、平成30年度：都内の全保険薬局※へ送付） 

※全国健康保険協会東京支部のレセプト（平成30年3月診療分）があった薬局に限ります。 
 

＜①「自局のジェネリック医薬品処方割合を記載したお知らせ」＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組について 

についてについて 
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＜②薬効分類別【売れ筋ジェネリック医薬品】Best3＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 

保険薬局への送付物については、事前に東京都薬剤師会に内容をご確認いただき、いただいた

ご意見を掲載内容に反映させた。 
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（2）「ジェネリック医薬品への切り替えによる軽減見込み額を記載したお知らせ」等の送付（加入者） 

（全支部共通） 

年に2回（8月と2月）、20歳以上の方で、先発医薬品からジェネリック医薬品に変更した場合に一定額

のお薬代を軽減できる可能性のある方に、＜①ジェネリック医薬品への切り替えによる軽減見込み額を

記載したお知らせ＞と＜②リーフレット＞＜③ジェネリック医薬品希望シール＞を送付している。 

 

＜①ジェネリック医薬品への切り替えによる軽減見込み額を記載したお知らせ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 

通知対象条件、通知書の種類・内容など、前年度の事業状況を踏まえ、次年度には再検討を行った。 
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＜②リーフレット＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪特に工夫した点≫ 
○数字を効果的に使用し、多くの加入者が後発医薬品をしていること等を印象づけた。 

○リーフレットの内容についても、前年度の事業状況を踏まえ、次年度には再検討を行った。 
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＜③ジェネリック医薬品希望シール＞  

 

           （シール台紙表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （シール台紙裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

≪特に工夫した点≫ 
  シールの台紙の裏面を活用して、ジェネリック医薬品に係る広報を行った。 
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【効果】 

○＜(2)のジェネリック医薬品への切り替えによる軽減見込み額を記載したお知らせ＞は、平成21年度以降実

施しており、軽減効果があがっている。 
 
［送付実績：東京支部の実績（平成21～29年度）］ 

・通知件数（のべ）約306.5万通、 

・切替者数（のべ）：約77.9万人、切替率：約25.4％、 

・軽減効果額（累計）：約147億円 
 
○全国健康保険協会 東京支部のジェネリック医薬品処方割合（調剤分）も年々上がっている。 

    平成29年3月診療分：68.3％ → 平成30年3月診療分：72.8％   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、(2)の「ジェネリック医薬品への切り替えによる軽減見込み額を記載したお知らせ」は、事業を開始してか

ら10年が経過し、ジェネリック医薬品の使用割合も増えていることから、今後は送付対象者数の減少、切替率が

低下するとともに、使用割合の伸びの鈍化が予想される。 

通知対象者の1/4はジェネリック医薬品に切り替えており、実施効果の高い事業であることから、通知対象条

件の拡大など、今後の事業の在り方を検討していく必要がある。 

 

 

経年での自局のジェネリック医薬品処方割合の比較ができるようにするなど、「自局のジェネリック医薬品処

方割合を記載したお知らせ」の内容を随時見直していく予定である。また、お知らせ送付時にアンケートを同封

し、ジェネリック医薬品使用促進のための阻害要因や保険者に対する要望などを収集し、今後の事業に反映さ

せることを考えている。 

今後は、医療機関に対しても同様のお知らせを送付することを検討している。 

  

取組の効果と課題 

についてについて 

取組を踏まえた今後の展望 
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３．医薬品適正使用、重複・頻回受診 

 

 

 

 

    事例１ 残薬削減事業（東村山市） 

    事例２ 重複・頻回受診者等への訪問指導（東京都後期高齢者医療広域連合） 

 

 

  

３．医薬品適正使用、重複・頻回受診 
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事例1   東村山市 

 

 

 

保険者名 東村山市 保険者種別 区市町村国保 

被保険者数 33,936人（40～74歳：25,026人 平均年齢：52歳） 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 

残薬を確認し処方数量の調整を行うため、飲み忘れ等により残った薬を薬局に持参する「節薬（残薬）バッ

グ」を配布 

 

 

【背景】 

当市の国保全体医療費は入院医療費が約４割、調剤費約２割を占めており、医療費が高い要因となっている

が、多摩26市平均比較においても「医療費総額」「入院費」「薬剤費」の被保険者の１人当たり医療費は常に上

位で推移しており、疾病の重症化予防とともに薬剤費削減による医療費適正対策が必要である。 

当市国保加入者は60歳以上が約６割を占め高齢化が進行するなか、年齢とともに増加する長期多剤服薬

者、多受診による重複服薬者は多く、ジェネリック医薬品の推進、医薬品の適正使用、かかりつけ薬局確立の

必要がある。 

 

【分析の内容】 

○疾病別医療費分析  ○多摩26市1人当たり医療費等比較  ○薬剤種類数と年齢階層別の使用状況 

○薬剤併用禁忌状況  ○多受診者（重複受診・頻回受診・重複服薬）状況  ○長期多剤服用状況 

○ジェネリック医薬品普及率、年齢別、切り替えによる効果額、利用年齢層の分析 
 
分析を行った結果、以下のことが分かった。 

 
○多摩26市における1人当たり医療費総額は依然上位で横ばいに推移している。なかでも入院費（上位４

位）、薬剤費（上位６位）の1人当たり医療費は多摩平均を上回り上位にある。 

○重複服薬者の月平均受診者数は150人程度、年間実数は約900人であり、重複服薬の要因となる薬品は、

精神・催眠鎮静剤が上位を占めている。 

○多剤服用者は50歳代後半から増加し、60歳以上が全体の約９割を占め、年齢と共に増加し、70～74歳が

約６割と最も多い。 

 

＜重複服薬患者数＞                 ＜要因となる上位５薬品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例１ 残薬削減事業 
（東村山市） 

保険者の概要 ※平成30年10月末時点  

取組の概要 

分析について 
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＜長期多剤服薬者の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬剤費削減事業として、以下の取組を実施している 

○ジェネリック医薬品利用差額通知の推進（平成26年度開始） 

○重複服薬者の訪問指導の推進（平成27年度開始） 

○節薬（残薬）バッグ配布事業 （平成29年度開始） 

 

節薬（残薬）バッグ配布事業について  

【目的】 

節薬（残薬）バッグを配布された市民が、飲み忘れ等により残った薬を「節薬（残薬）バッグ」に入れて薬局

に持参し、薬剤師が残薬の量や使用期限を確認して処方数量の調整を行うことで、医薬品の適正使用と残

薬の再利用・解消を推進し、健康増進と医療費適正化を図る。 

 

【対象者及び配布方法】  

①医療費分析により抽出した対象者には、優先的に郵送する。 

（市内調剤薬局使用者で、50歳以上、薬剤を４種類以上服薬、処方日数が14日以上の向精神薬服薬者

を除いた者。） 

②重複服薬者訪問指導対象者には、訪問時に節薬（残薬）バッグを手渡しする。 

③高額療養費支給申請者、新規国民健康保険加入者は、窓口で配布する。 

 

【薬剤師会との連携】 

①薬剤師会と連携して節薬（残薬）バッグ配布に伴う現状把握のため、調剤薬局へ「事前調査」を依頼し、実

施状況などを把握した。また、調剤薬局に「節薬（残薬）バッグ」推進ポスターの掲載及び窓口での薬剤適

正使用・残薬解消に関する啓発を依頼した。 

②残薬が多く見込まれる後期高齢者についても、国保と併せ薬局窓口で残薬調整への働きかけを依頼し

た。 

③「残薬調整等集計報告」を薬剤師会と協力して作成している。 

 

 

 

 

取組について 
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≪報告書作成及び結果報告の流れ≫ 

①毎月各調剤薬局において報告書を記入し薬剤師会へ提出。 

②薬剤師会にて取りまとめた報告書を市へ提出。 

③報告書は市で集計し薬剤師会へ結果報告。 

④薬剤師会より各調剤薬局へ結果報告。 
 

【広報等での周知】 

広報等の機関誌（国保だより）においても周知を図っている。 
 

   ＜調剤薬局配布チラシ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜国保だより＞ 
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【効果分析】 

○残薬調整後の「削減効果額」や 「残薬に至った理由」について評価した結果、平成29年5月から平成30年 

3月の11ｶ月分の薬剤費削減効果額は864,264円であった。 

○残薬に至った理由は「飲み忘れ」が全体の約6割で最も多く、「自己判断で中止」「複数の病院から同じ薬を 

処方」がそれぞれ7%であった。 

○年齢別では、残薬調整を行った全体の94％が60歳以上であった。 

 

＜平成29年度 国保の薬剤費削減効果額＞ 

【残薬調整前の薬剤費：3,889,911円】－【残薬調整後の薬剤費：3,025,647円】＝【削減効果額：864,264円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ①残薬調整前の薬剤費（円）：処方箋どおりに処方した場合の薬剤料 

   ②残薬調整後の薬剤費（円）：薬局が残薬を確認し、①から残薬分を差し引いた後の薬剤料 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

取組の効果と課題 

≪特に工夫した点≫ 
 
○薬剤師会との連携 

・薬剤師会と事業目的、趣旨・役割等を共有するため、薬剤師会主催の会議体において事業内容につ

いての説明を行った。併せて、医師会・歯科医師会へ事業説明、結果報告を行った。 

・担当薬剤師との情報交換を行い、薬剤師会の要望等を聴収した。 

・報告書の提出がない調剤薬局へ向けて、薬剤師会からの働きかけをお願いした。 
 
○薬剤削減効果額の集計、調剤薬局が作成する報告書 

・残薬調整後の効果額調査表の作成、集計、報告は簡便に出来るよう工夫し、薬剤師会の手間を省く

ために集計は市で行った。 

・報告書は、残薬調整が見込まれる「後期高齢者」も集計対象とし、年齢枠を設け、国民健康保険加入

者と後期高齢者医療保険加入者に分けて集計ができるようにした。 
 

○普及啓発 

・全戸配布「国保だより」に事業案内と薬剤師会名簿を掲載し、適正服薬等への普及啓発を行った。 
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＜残薬調整利用数＞ 合計352人（内訳 男210人、女142人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜残薬調整の理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○残薬調整の多くは60歳以上であり、また「飲み忘れ」が半数以上を占め、高齢者の適正服薬への対策が求

められる。 

○後期高齢者は国保の約2倍の効果額が確認されたが、裏返せば残薬の実態でもあり、多剤服薬によるポリ

ファーマシーの問題も懸念される。 

このことにより、当市においては、後期高齢者に対しても平成30年度節薬（残薬）バッグの配布事業を行っ

た。 

○調剤薬局からの報告について、毎月全体の約１/3の薬局に留まり、提出する薬局の固定化がみられる。 

 

 

 

○現在報告書の提出がない調剤薬局の利用者への働きかけが増えれば、残薬対策としての効果は大きくな

ると考えられるため、引き続き薬剤師会と密接に連携し推進していきたい。 

○残薬調整の効果が後期高齢者においてより顕著であリ、かつ地域包括ケアシステムの観点から鑑みても重

要であることから、節薬（残薬）バッグ配布に留まらず、高齢者の薬剤の適正服薬・残薬解消に向け、高齢者

に身近な地域包括支援センターや薬剤師会とのさらなる連携・協力できる活動はないか検討していきたい。 

 

 

  

取組を踏まえた今後の展望 

（参考） 

（参考） 
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事例2   東京都後期高齢者医療広域連合 

 

 

 

保険者名 東京都後期高齢者医療広域連合 保険者種別 後期高齢者医療広域連合 

被保険者数 1,527,219人 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 

レセプト情報をもとに、重複・頻回受診及び重複服薬に該当する被保険者を抽出し、対象となった被保険者又

はその家族に対し、保健師等の有資格者が、療養上の日常生活や適正受診に関する相談・助言を行う訪問指

導を実施。 

 

 

【分析の内容】 

第２期データヘルス計画策定にあたり、都広域連合が保有する平成28年度のレセプト情報から、「重複受診」

「頻回受診」「重複服薬」について分析を行った。 

 

＜分析上の基準＞ 

  ○重複受診（※1）・・・１か月間に同系の疾病での受診医療機関が3か所以上 

  ○頻回受診（※2）・・・１か月間に同一医療機関での受診が12回以上 

  ○重複服薬・・・・・・・・１か月間に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から 

処方され、処方日数の合計が60日以上 

 

※1 人工透析のレセプト及び治療行為が確認できないレセプトは対象外。 

※2 人工透析患者等は対象外。 

  
＜分析対象＞ 

入院（DPC含む）、入院外、調剤の電子レセプト。 

対象診療年月は平成28年4月～平成29年3月診療分（12か月分）。 

 

＜結果＞ 

○重複受診者数は、分析対象期間に延べ45,516人、実人数で31,311人存在した。がん、難病等の患者を除

外すると、388人であった。 

○重複受診者について疾病ごとに件数を集計したところ、総件数は163,059件であった。重複受診の要因とし

て最も多い疾病は、高血圧症で27,760件（17.0%）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

保険者の概要 

事例2 重複・頻回受診者等への訪問指導 
（東京都後期高齢者医療広域連合） 

※平成30年10月末時点
平成30年10月末時点  

取組の概要 

分析について 
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○頻回受診者数は、分析対象期間に延べ213,860人、実人数で57,194人存在した。がん、難病等の患者を除

外すると、5,940人であった。 

○頻回受診者について疾病ごとに件数を集計したところ、総件数は351,705件であった。頻回受診の要因とし

て最も多かった疾病は、変形性膝関節症で45,822件（13.0%）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○重複服薬者数は、分析対象期間に延べ188,378人、実人数で87,411人存在した。がん、難病等の患者を除

外すると、1,888人であった。 

○重複服薬者について医薬品ごとに件数を集計したところ、総件数は880,038件であった。重複服薬の要因と

して最も多かった医薬品の薬効は、精神神経用剤で38,819件（4.4%）であった。 
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○以上の重複受診者数、頻回受診者数及び重複服薬者数については、複数に該当する被保険者がいるた

め、実人数は7,554人で、被保険者全体の0.5%であった。関連医療費は15億1,844万円、1人当たりの医療

費は20万1,000円であった。区市町村別の内訳は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第2期東京都後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画（データヘルス計画）平成30(2018)年度～平成32(2020)年度版」 

＜http://www.tokyo-ikiiki.net/_res/projects/default_project/_page_/001/000/486/dainikikeiaku.pdf＞ 
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平成30年度より、東京都後期高齢者広域連合が保有するレセプト情報をもとに、重複・頻回受診及び重複服

薬に該当する被保険者を抽出し、対象となった被保険者又はその家族に対し、保健師等の有資格者による日

常生活における療養上の訪問指導及び適正受診に関する訪問指導を実施。 

 

［対象者］ 

平成29年9月から平成30年2月のレセプトにおいて、下記抽出基準のいずれか又は複数に該当し、訪問指

導を希望する被保険者 

 

＜抽出基準＞ 

○重複受診・・・1か月間に同系の疾病での受診医療機関が3か所以上 

○頻回受診・・・1か月間に同一医療機関での受診が12回以上 

○重複服薬・・・1か月間に同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方され、

処方日数の合計が60日以上 

 

※入院している被保険者を除く。 

※対象レセプトに、感染症・寄生虫症、新生物、精神疾患、認知症、人工透析、難病の疾病の記載があ

る被保険者を除く。 

 

  ［実施状況］ 

平成30年9月より順次、基準に該当し訪問指導を希望する被保険者に対して、原則2回の訪問指導を実施し

ている。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【効果】 

訪問指導後の対象者のレセプト情報等を分析し、訪問指導の結果を検証する（平成31年度に実施予定）。 

 

【課題】 

基準により訪問指導対象者を抽出のうえ、意向確認書を送付した。 

次年度以降、より多くの被保険者に訪問指導を希望して貰えるように、工夫を図っていく必要がある。 

また、訪問希望の意向確認書返送から日程調整の連絡をするまで時間が空いてしまい、対象者の状況が変

わってしまうことがあった。 

（「入院、施設への入所。」「家族や医者に相談した結果、辞退したい。」「本人が意向確認書を返送したことを

忘れてしまっている。」等） 

 

 
 
平成31年度以降も、事業の効果分析結果を活用し、引き続き実施していく予定。 

 

  

取組の効果と課題 

取組について 

取組を踏まえた今後の展望 

≪特に工夫した点≫ 

  複数の条件に該当する被保険者に対し、積極的にアプローチすることとした。 
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４．禁煙対策 

 

 

 

 
 

     事例１ 問診票を活用した禁煙サポート（東京土建国民健康保険組合） 

 

 

  

４．禁煙対策 
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事例1   東京土建国民健康保険組合 

 

 

 

保険者名 東京土建国民健康保険組合 保険者種別 国保組合 

被保険者数 86,328人（40～74歳：62,346人 平均年齢：47.70歳） 

被扶養者数 87,356人（40～74歳：27,469人 平均年齢：27.61歳） 

業種・業態 建設業 

職種 建設労働者全般 

事業所数 14,650  ※2018年8月時点 

 

 

健診時の問診票に禁煙の意思を確認する項目を追加し、禁煙の意思があると回答した被保険者・被扶養者

に対して、卒煙に関するリーフレットや禁煙宣言証を送付。 

 

 

【背景】 

当国保の被保険者・被扶養者との交流やアンケートの結果、健診問診票を用いた被保険者・被扶養者の喫

煙率の確認や国民健康・栄養調査との比較を毎年行うなかで、当国保の喫煙率が高いことを把握した。 

被保険者、被扶養者の健康を維持・増進し、医療費適正化や特定保健指導対象者の減少につなげるため

にも禁煙対策に取り組む必要があると考えた。 

 

【分析の内容】 

2015年度の健診問診票から「現在、たばこを習慣的に吸っている」との回答を集計した結果、全健診受診者

の喫煙率は42.3％（男性51.7％、女性18.9％）と高く、国民健康・栄養調査と比較し、男女とも全年代で高いこと

がわかった。 

能動喫煙や受動喫煙はがんや呼吸器疾患等さまざまな健康被害をもたらし、男女とも妊娠、出産、子育てを

する世代での喫煙率が高く、子どもへの影響も懸念されるが、喫煙者のうち禁煙の意思があると回答した人は

33.1％で、喫煙習慣がある人のうち3人に1人が禁煙の意思を持っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例１ 問診票を活用した禁煙サポート 
（東京土建国民健康保険組合） 

保険者の概要 ※平成30年11月時点  

取組の概要 

分析について 

＜喫煙率＞ 
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Ａ．健診時の問診票に禁煙の意思を確認する項目を追加 （2015年度から実施） 

特定の契約健診機関で使用する東京土建健診受診票（※当組合では特定の契約健診機関において 

独自の問診票を使用）に、2015年度から禁煙の意思を確認する項目を追加し、禁煙希望者を把握した。 
 

＜受診票＞ （※2018年度の受診票） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B．健診時問診票で禁煙の意思があると回答した被保険者・被扶養者に対し、通知文書と東京都福祉保健局 

から無償で提供されるリーフレット「卒煙を考えよう」の送付 （2016年度から実施） 

 

 ＜実施対象・期間及び評価期間＞ 

【事業対象】2015年度特定の契約健診機関における健診受診者 

【通知発送期間】2016年4～6月 

【送付対象者】特定の契約健診機関より提供されたデータから健診時の問診で禁煙の意思があると 

回答した受診者 

 

 

 

 

 

 

取組について 
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＜通知文書＞   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

＜リーフレット＞（2016年度のみ送付） 
 

（表紙・裏面） 
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（中身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．「禁煙宣言証」の送付 （2018年度から実施） 

これまでの取組から、禁煙の意思の継続のための取組が必要と思われたため、健診時問診票で禁煙の意

思があると確認した被保険者・被扶養者に対し「禁煙宣言証」を作成し、B通知文書とリーフレットに同封した。 
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① 2015年度に通知を送付した者で、その後の経過が確認できた5,163人のうち、2016年度健診受診者は3,924

人であった。この内356人（9.1％）について、問診票の「現在、たばこを習慣的に吸っている」の項目の回答が

「はい」から「いいえ」に変化していた。 

非喫煙に移行した人の年代別割合は、20代及び70代は非喫煙者が１割を超えたが、50代は最も少なく

6.5％であった。性別割合では、女性の方が大きく、女性は20代、30代の非喫煙移行者割合が16.7％、18.5％

と、若年層に非喫煙移行者割合が大きくなっていた。 

なお、20代から60代では男性に比べ女性の方が非喫煙移行者の割合が大きくなっているのに対し、70代で

は男性の方が大きくなっていた。 

 

＜2015年度に禁煙の意思が確認できた人のうち、2016年度に健診を受けた人の中で非喫煙に移行した 

人の割合＞ 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

≪特に工夫した点≫ 

（2015・2016年度） 

○問診票に禁煙の意思を確認する項目を追加し、禁煙希望者を把握した。 

○通知文書に当組合と全国の比較グラフ（国民健康・栄養調査より抜粋）を掲載し、喫煙率の高さを

示した。 

○禁煙のメリットや禁煙外来の紹介等が記載されたリーフレットを送付し、意識・行動変容への働き

かけを行った。 

（2018年度） 

○禁煙に取り組む人のモチベーションの維持や周囲からの協力を得やすくするための禁煙宣言証を

送付した。 

○リーフレットの選定や禁煙宣言証の送付にあたっては、禁煙経験者も事業担当者に加え、経験者

の視点を踏まえた。 

取組の効果と課題 
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② 2015年度に通知を送付した者で、その後の経過が確認できた5,163人のうち76人（1.5％）が2016年度に禁煙

外来を受診していた。76人のうち61人（80.3％）が2016年度に健診を受診し、このうち25人（41.0％）が問診票

で非喫煙と回答していた。 

なお、レセプトから次のうちいずれか一つでも確認できた場合に禁煙外来の受診と判断した。 

（診療行為：ニコチン依存症管理料、傷病名基本名称：ニコチン依存症、医薬品名称：チャンピックス錠、 

ニコチネルTTS） 

禁煙したいと思っていても禁煙に成功した人は10人に1人ほどであった。通知により禁煙行動を後押しされ

た人もいたと思われるが、禁煙に至らなかった人への対策や、より多くの喫煙者が禁煙行動を起こし、禁煙が

成功する方法を検討する必要がある。 

また、一度禁煙したものの再び喫煙するようになった人への対応も課題である。 

 

 

2019年度は禁煙外来の受診等に対する補助や、インセンティブの有無による禁煙の後押し効果の確認も検

討している。 

また、アンケートによるデータの分析を行って、事業内容の改善を図っていく。 

 

 

 

  

取組を踏まえた今後の展望 
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５．歯科検診 

 

 

 

 

     事例１ 成人歯科健診における受診票及び結果説明シートの工夫（中央区） 

 

 

  

５．歯科健診 
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事例1   中央区 

 

 

 

 

保険者名 中央区 保険者種別 区市町村国保 

被保険者数 29,119人 （40～74歳：19,287人） 

被扶養者数 ― 

業種・業態 ― 

職種 ― 

 

 

全身疾患との関連についての確認することを目的に、成人歯科健診時に対象者に配布する。受診票の質問

項目と本人への結果説明書の記載内容を工夫した。 

 

 

【背景】 

○歯数は50歳代から減少傾向が見られること。 

○喫煙習慣のある者の現在の歯数を同世代で比較すると、少ないことが判明するため、若い頃からの歯周

病予防や禁煙指導が課題であること。 

 

【分析の内容】 

「歯周病検診マニュアル2015」を参照し、生活習慣の改善や全身疾患との関連に着目して質問事項の見直

しを行い、受診票の記載内容を検討した。 

また、検討する際は、健診を実施している委託先の地区歯科医師会と協議を重ねた。 

 

 

 

  

保険者の概要 ※平成30年12月時点  

事例１ 成人歯科健診における受診票及び 
結果説明シートの工夫 

（中央区） 

分析について 

取組の概要 
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A．受診票の記載内容の工夫 

1日の歯磨き回数・所要時間・喫煙習慣を問診事項とし、判定においても要指導・要治療の指示項目とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組について 
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B．本人配布用結果説明シートの記載内容の工夫 

本人への結果説明のシートには、イラストを利用し、分かりやすく結果が伝わるようにした。 

また、歯周病の早期予防の周知を呼び掛ける文言を記載した。 
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≪特に工夫した点≫ 
 
（Ａ）○歯磨きの項目について、回数を聞くだけでなく、1回の歯磨きにかかる所要時間を聞くようにし

た。 

○症状の項目について、記載する症状の数を多くした。 

（B）○結果説明シートには、イラストを多用し、分かりやすい文章で表現した。 

○判定区分において、生活習慣の改善（喫煙）や全身疾患の検査や治療を勧奨する項目を設け

た。また、判定のコメントも分かりやすい表現にした。 

（A・B共通） 

○作成する際は、歯科健診を実施している委託先の地区歯科医師会と協議を行い、専門的な見地

からの意見を反映させた。（歯磨きの所要時間等） 

○分析結果を協議する会合を設けたり、地区歯科医師会において各医療機関への講習会を開催

している。 
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C．健診の案内チラシの工夫 

歯周病等の歯科疾患が全身疾患に繋がることを記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度より内容を見直したため、効果測定は今後行う。 

また、受診率を上げ、多くの方に受診してもらうことが課題である。 

（平成29年度の成人歯科健診受診率 11.0％） 

 

 

 

問診事項、判定結果のデータをもとに、生活習慣と全身疾患の現状把握と判定結果の分析・歯周病の状況

に関する分析などを新たに行う予定である。 

また、分析データについては、委託先の地区歯科医師会との協議検討の際に提示し、実施医療機関へも情

報として提供されることから、受診者に対し、自身の状態が同世代の集団の中でどのような位置づけにあり、か

つ将来のリスクがどの程度あるのかを示唆することが出来、受診者への生活習慣改善のための動機付けに役

立てることができると考えている。 

取組を踏まえた今後の展望 

取組の効果と課題 
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第３章 考 察 
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１．生活習慣病の発症予防・重症化予防 

（１）スマートフォンや活動量計等を活用した健康づくり事業 

健康意識や健康行動を促す目的で、スマートフォンや活動量計等を活用した保健事業が

実施されています。参加者に関しては平均歩数の増加などの変化が見られます。今後は、

健康状況への効果や中長期での継続状況の把握が重要です。 

一方、参加者数は目標を下回る様子がうかがえ、対象者の設定やアプローチに工夫が必

要です。性・年代により日常生活の動線が異なることから、対象とする世代の動線でアプ

ローチすることが大切です。また、特定健診の結果返却の時期にウォーキング・キャン

ペーンを開始し、その案内を同封したり、特定保健指導の終了者の卒業後のプログラムと

して提供するといった既存の保健事業との連携を探ることも有用です。また、インセン

ティブを付与する場合、事業への参加を促すことにプラスになっているのか、参加者の継

続に寄与するのか、どのような層の心に響くのか、団体戦で組み立てると効果的なのか、

検証をしていくことが大切です。 

（２）特定健康診査・特定保健指導の実施率向上 

特定健診をリスク者のスクリーニングや健康づくりの起点としてだけでなく、行動変容

のきっかけとする工夫が取り入れられています。「健診前チャレンジ○R 」では前回の健診結

果等を踏まえて、直近の健診に向かって個々が目標を立てられており、意識づけや行動変

容には有用な手法のひとつと考えられます。 

被扶養者については、健診受診が日常の職場動線にある被保険者とは異なり、受診の必

要性を高め、受診へのアプローチのハードルを下げることが必要になります。今回の事例

には、健診の案内後に勧奨を実施し、数年間で20％近い実施率向上を達成された組合があ

ります。勧奨の内容やタイミングは貴重な保健事業の実行性を上げるノウハウです。 

受診を勧奨する内容、媒体についても様々な工夫が見られました。年齢層や過去の受診

状況に応じて内容をいくつかのパターンに分ける方法です。その効果に関して、受診率全

体にはそれ程大きな向上がなかった場合には、パターンごとの変化、性・年代ごとの値を

把握するなど、どの層、どの方法に効果があるか否かを確認することが大切です。 

特定保健指導に関しては、プログラムの選択制が導入され、実施率の向上が見られた組

合がありました。個々の働き方や生活習慣、健康リスクによって、どのようなプログラム

であると受容性が高いのか、効果が上がりやすいか、今後の検証が期待されます。 

（３）重症化予防 

重症化を予防するためには、高リスク者の医療機関への必要な受診と健康状況（検査値）

のコントロールというふたつの要素が必要となります。今回の事例でも、事業の効果を測

る際に、受診勧奨後の治療（服薬）状況と検査値の改善・維持をモニタリングされており、

重症化予防事業の要素ごとの進捗確認と見直しポイントが検討されています。 

重症化予防事業の対象は、治療中者およびそれに該当する者であることから、かかりつ

け医や産業医、医師会や事業所との連携が不可欠になります。また、重症疾患の新規発症

率といった評価指標には短期では事業効果が表れにくいため、受診勧奨の実施率・保健指
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導の実施率（アウトプット指標）、治療率・検査値のコントロール率（アウトカム指標）と

いった短期で進捗管理・評価が可能な指標の設定が必要です。 

２．後発医薬品の使用促進 

今回の事例では、加入者だけでなく、患者の動線にある調剤薬局への働きかけを行って

います。それぞれの薬局の状況、立ち位置を可視化することで、薬局を通じて加入者の行

動変容を図る取組は有用と考えられます。今後の継続した検証が期待されます。 

３．医薬品適正使用、重複・頻回受診 

関係機関との調整、加入者への働きかけなど丁寧な取組がうかがえました。実施効果の

分析から次の取組課題がうかがえ、特に多剤服薬、重複・頻回受診が顕在化している高齢

者への重要なアプローチのひとつとなり得ること、結果として介護予防やQOL向上につなが

る可能性が示唆されています。 

４．禁煙対策 

新たに禁煙の意思に関する項目を導入するなど、加入者の健康課題に対応した保健事業

の設計での工夫が見受けられました。また、検証も性・年代ごとにされており、次の施策

につながると考えられます。 

５．歯科健診 

歯科を入り口として、生活習慣への意識を高める工夫がされています。保健事業の組み

合わせ、相互の連携によって、より多くの加入者にアプローチできる可能性が示唆されま

した。 

 

被保険者、被扶養者にとって、健康づくりは必ずしも日常のイベントではありません。

したがって、仕事、子育て、介護、趣味といった日常生活の動線に保健事業を設計するこ

とが重要です。対象者へのアプローチに関しては、ひとつのやり方で完結することはなく、

今回の事例で示されたように、様々な方法・アプローチを組み合わせて実施することが必

要となります。 

また、保健事業を実施した後の進捗を確認し、評価をすることで、次に打つべき一手が

見えてきます。その際に、全体の平均値だけではその変化（事業の効果）が見えにくいた

め、性・年代、事業所、プログラムの種別といった小さなカテゴリごとに検証することが

ポイントです。 

今回の事例にあるような取組とその評価を保険者の皆さんが続けていくことで、保健事

業のノウハウが蓄積され、効果的な事業運営に資すると思われます。 

 

東京大学政策ビジョン研究センター データヘルス研究ユニット 

特任教授 古井 祐司 
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